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（開会 １０時００分） 
 
○議長（芳住革二君） 皆さんおはようございます。 
 

◎開会宣告 
○議長（芳住革二君） ただいまから、平成３０年第 1 回新冠町議会定例会を開会いたし

ます。 
 

◎開議宣告 
○議長（芳住革二君） ただちに、本日の会議を開きます。 
 
   ◎議事日程の報告 
○議長（芳住革二君） 議事日程を報告いたします。議事日程は、お手元に配布した印刷

物のとおりであります。 

 
   ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 
○議長（芳住革二君） 日程第１ 会議録署名議員の指名 を行います。会議録署名議員

は、会議規則第１２５条の規定により、３番 武藤 勝圀 議員、４番 長浜 謙太郎 議

員を指名いたします。 

 
   ◎日程第 ２ 会期の決定 
○議長（芳住革二君） 会期の決定 を議題といたします。お諮りいたします。本定例会

の会期は、本日から３月１６日までの１０日間といたしたいと思います。これに、ご異議

ありませんか。（なしの声あり）異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月１６日

までの１０日間とすることに決定いたしました。お諮りいたします。議案等調査のため、

３月９日から１２日までの４日間及び３月１４日の１日を休会といたしたいと思います。

これに、ご異議ございませんか。（なしの声あり）異議なしと認めます。よって、３月９日

から１２日までの４日間及び３月１４日の１日を休会とすることに決定いたしました。 

 

   ◎日程第 ３ 諸般の報告 
○議長（芳住革二君） 日程第３ 諸般の報告 を行います。町長から、お手元に配布の

とおり議案の提出がありましたので報告いたします。次に、平成２９年第４回定例会にお

いて可決された意見書の関係機関への提出、広域連合並びに一部事務組合議会の開催状況、

閉会中の諸行事の出席状況、説明員の報告については、お手元に配布したとおりですので、

ご了承願います。以上で、諸般の報告を終わります。 
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   ◎日程第 ４ 行政報告 
○議長（芳住革二君） 日程第４ 行政報告 を行います。議案の審議に先立ち、町長及

び教育長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。鳴海町長。 
○町長（鳴海修司君） 本日、平成３０年第１回新冠町議会定例会を招集しましたところ、

議員各位には時節柄何かとご多用の中、ご出席を賜り厚く御礼申し上げます。議長さんか

ら発言の許可をいただきましたので、平成２９年第４回定例会以降の主要な行政の動向に

ついて、項目の順に従いご報告申し上げます。 
１、大雪に伴う農業施設被害について 
はじめに、「大雪に伴う農業施設被害について」ご報告申し上げます。平成３０年２月５

日から６日にかけて断続的に降り続いた雪は、気象庁が設置しているアメダス静内観測所

において、最深積雪４３㎝を記録し、同観測所での観測記録を塗り替える記録的な大雪と

なりました。この大雪により日高中部地域では、そ菜園芸用のビニールハウスを中心に、

農業用施設が倒壊するなどの被害が相次ぎ、当町におきましても農業者への甚大な被害が

ございましたので、新冠町農協が取りまとめた２月１３日現在の被害状況等について、ご

報告申し上げます。まず被害状況でございますが、この度の大雪により被災された農家総

数は２５戸、ビニールハウスや簡易牛舎などの被災した農業用施設の数は１４０棟、被害

総額は３２７，６９２千円でございます。この内訳でございますが、ピーマンやアスパラ

を生産している「そ菜園芸」部門に被害が集中しておりまして、被災した農家は１９戸、

倒壊したビニールハウスは１３３棟、被害額は３０５，１９２千円で、被害総額の９割以

上が「そ菜園芸」部門でございました。そのほか、畜産部門では肉牛農家４戸でビニール

ハウス製の簡易牛舎や簡易牧草庫等が損壊し、被害額は１２，５００千円、軽種馬では農

家２戸で厩舎１棟、倉庫１棟の屋根がそれぞれ損壊し、被害額は１０，０００千円という

内訳でございます。次に、この災害への対応でございますが、被害の状況や支援対策に関

する情報の共有等を目的として、２月１５日に町、農協、農業委員会、普及センター、農

業共済組合で構成する「新冠町大雪災害対策本部」を組織いたしました。また、２月１７

日から２８日までの１２日間をかけて、農協職員や町職員を被災農家へ派遣し、これに新

冠建設協会の会員やホクレン、農協中央会などの農協系統団体、肥料や運送などピーマン

の生産・出荷に関連のある民間会社などのボランティアが加わり、延べ人数３７５人が倒

壊したビニールハウス内の除雪や廃材となったパイプ、ビニールなどの撤去作業に従事さ

れ、復旧に向けての準備が進められました。また、被災農業者に対するハウス資材の購入

費や設置費用など経済的な支援策につきましては、国や北海道への財政支援を求めるべく、

新ひだか町と協力をいたしまして、国会議員や北海道知事、北海道議会議員に対する要望

活動を行っております。今のところ国や北海道からの具体的な支援策の情報は無く、町と

しての対応につきましても国や北海道の対応を確認してからお示ししたいと考えておりま

すが、いずれにいたしましても、被災した農業者の経済的な負担や生産意欲を保ち、また、

生産量の減少による道内・外の消費者への影響を出来るだけ抑えるよう、町としても可能
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な限りの支援は行って参りたいと考えておりますので、ご理解を頂きますよう宜しくお願

い致します。 

２、ＪＲ日高線の復旧に向けた取組等について 

次に、平成２７年１月から運休が続いておりますＪＲ日高線につきまして、昨年 12 月の

第４回定例会で報告した以降の取組等について、ご報告申し上げます。はじめに、去る２

月７日、浦河町において日高管内７町長とＪＲ北海道、西野副社長との意見交換が行われ、

鉄路を活かした早期運行再開、デュアル・モード・ビークルの導入、護岸決壊箇所の恒久

的な復旧対策などの要請を行なっております。また、２月１６日には、日高町村会による

要望活動を、北海道知事及び北海道議会に対して行っております。要望は「ＪＲ日高線の

早期運行再開と地域公共交通に関する緊急要望」として、日高線 鵡川～様似間の早期運行

再開を 道においてもＪＲ北海道に対し要請されるとともに、国に対し早急に抜本的な解決

策が図られるよう支援を要請していただきたい、となっております。 

３、株式会社新冠ヒルズの運営について 

次に、「株式会社新冠ヒルズの運営について」ご報告申し上げます。町の出資団体である、

株式会社新冠ヒルズの経営状況につきましては、毎年６月招集の第２回定例会において報

告しているところでありますが、近年、営業収益で厳しい状態が続く中、経営の改善を図

るための方策として、札幌市に本社を置く株式会社ファウンドに対し、売上に見合った費

用負担による経営改善方策として、平成２８年４月１日から同社への業務委託を行なって

きたところでございます。受託したファウンドにおきまして鋭意、経営改善に努めてきた

ところでございますが、業務委託期間につきましては、２年間としてきたところでござい

まして、本年３月末をもって契約満了となることから、契約を終了し、４月からは委託前

の形態の新冠ヒルズにおいて直接業務を行うこととしたとの報告が町にございました。厳

しい経営環境の中ではありますが、地域住民に愛される施設づくりや交流人口の促進を図

る施設として、新冠ヒルズにおきまして、一層の経営改善に努めて参りますので、町民の

皆さんには、これまで同様、新冠温泉をご利用いただけますことを、出資団体の新冠町と

してお知らせいたします。 

４、国保制度改革について  

次に、「国保制度改革について」ご報告申し上げます。国民健康保険は、市町村を単位と

する公的医療保険制度として、会社員等が加入する被用者保険とともに、国民皆保険制度

を支える要の役割を６０年近く果たしてきました。しかし近年、年齢構成が高いことや、

市町村に生じた所得水準や医療費水準の差により、保険税水準に大きな開きが生じてきて

おり、特に小規模市町村では財政が不安定になりやすいといった構造的な問題を抱えてい

ます。こうした現状を改善し、国保制度の安定的な運営に向け、平成２７年５月に国民健

康保険法の改正が行われ、平成３０年４月から、都道府県が市町村とともに国保の運営を

行い、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などに中心的な役割を担うこととなりまし

た。都道府県は保険給付に係る費用を市町村へ交付することになり、保険税については将
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来的に平準化をめざし、市町村毎の標準保険税率を算定します。また、市町村事務の効率

化・広域化等を推進します。市町村は、都道府県へ事業費納付金を納めることとなり、事

業費納付金に見合う、保険税率による賦課・徴収を行うこととなります。また資格管理、

保険給付、保険事業等の事業についても、引き続き担うこととなります。北海道では、市

町村と一体となって、国保に関する事務を共通の認識の下で実施するとともに、事務の広

域化や効率化を推進できるよう、国保運営の統一的な方針として「北海道国民健康保険運

営方針」を昨年の８月に策定しており、本定例会においても、その方針や法律改正に伴う

国保関係条例の改正について上程しておりますのでご審議のうえご決定頂きますようよろ

しくお願いいたします。今後といたしましても、真に医療を必要としている方が、いつで

も安心して医療サービスを受けることができるよう、北海道とともに安定した国保制度の

運営に努めて参りますのでご理解をお願いいたします。 

５、国保診療所の新たな医師の就任と病床再開について 

次に、「国保診療所の新たな医師の就任と病床再開について」ご報告申し上げます。現在、

国保診療所の診療体制は、昨年１０月１日に渡部晃司医師が副所長として着任され、上田

睦所長と服部晃好医長の常勤医師３名体制による内科を中心とした医療サービスの提供を

続けておりますが、本年３月３１日付をもちまして上田所長が、満７５歳による定年退職

として、退任されることになります。上田所長は、平成２８年４月１日に国保診療所の所

長として着任して頂き、当地域における医療提供に体調的にも万全でない中、２年間ご尽

力を賜りましたことに対しまして、心から深く感謝を申し上げる次第であります。なお、

所長の後任につきましては、渡部晃司副所長が診療所長として本年４月１日から新たな立

場で勤務して頂くことになっております。また、高齢者を中心として多くの町民が住み慣

れた地域で安心して医療サービスを受けられることを望んでいるものと確信しており、地

域に根づいた医療、さらには保健、福祉との連携による予防事業を推進しながら、町民の

皆様方の要望に出来る限り応える努力が必要であり、そのような中において、国保診療所

の果たすべき役割は非常に多く、また重要でありますので、今後より一層、町民の皆様方

より必要性が求められる「存在意義のある医療機関」を目指し、診療所運営を強化充実さ

せるべく、常勤医師３名体制による診療所運営を安定継続させるためにも、３人目の常勤

医師として地域医療に関心が高く、率先して地域医療の推進に取り組んでいただける医師

の招聘について努力を続けてまいりました。この度、現在、札幌市の医療機関に勤務され

ております内科医師との交渉がまとまり、本年４月１日から国保診療所に勤務頂けること

になりましたので、ご報告申し上げます。３人目の常勤医師として就任いただく医師は、

西森博幸医師であります。先生は専門診療として内視鏡の指導医の資格を有していること

もあり、着任後は内視鏡による検査の充実強化に意欲を示されております。さらに数々の

医療資格を取得されており、豊富な職歴と実務経験を有し、大変誠実な性格から患者さん

一人一人を大切にして頂ける医師であると確信しており、新冠町に取りまして適任な医師

が国保診療所にさらに加わることになります。なお、西森博幸先生の就任によりまして、
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本年４月１日以降において、常勤医師３名体制を安定継続できる体制の目途が立ちました

ことから、町内唯一の一次医療圏における医療機関として、町民の安心安全や健康保持の

ため、入院病床及び救急外来患者２４時間受入体制をいち早く再開できるよう本格的な諸

準備に着手しましたことをご報告致します。すでに２月２３日より看護師等の公募を開始

しており、病床再開等に向け、最大限スピード感を持って準備を取り進めておりますので、

町民の皆様方におかれましては、今しばらくお待ち下さいますようご理解願いたいと存じ

ます。これからも国保診療所職員が一丸となり、良質な医療を提供し、信頼される診療所

運営に努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げ、新たな

医師の就任及び病床再開に向けた本格的な諸準備に着手したことを報告させていただきま

す。最後に、今定例会に提案しております案件ですが、人事案件１件、報告案件４件、承

認案件２件、一般議案７件、平成２９年度各会計補正予算５件、平成３０年度各会計当初

予算７件を提案することといたしております。それぞれ提案する際に、具体的にご説明い

たしますので全案件とも提案とおりご決定いただきますようよろしくお願い申し上げまし

て行政報告とさせていただきます。 

○議長（芳住革二君） 町長の行政報告が終わりました。次に、教育長から行政報告を行

います。山本教育長。 

○教育長（山本政嗣君） 議長から発言の許可をいただきましたので、平成２９年第４回

定例会以降の教育行政に関わってご報告申し上げます。 

１ 平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

はじめに、平成２９年度実施致しました全国体力・運動能力、運動習慣等の調査結果に

ついてご報告いたします。本年度実施いたしました全国体力・運動能力、運動習慣等状況

調査については、例年同様、小学５年生、中学２年生を対象に、実技８種目に加え、児童

生徒に対する質問紙調査、学校及び教育委員会に対する質問紙調査の内容により、４月か

ら７月末までの期間で行ってございます。なお、本調査結果については、２月１９日付け

でスポーツ庁から教育委員会、各小中学校へ送付されており、期間が間もないことから詳

細な分析や学校との協議を行っておりませんので、概略のみの報告とさせていただきます

ことをご了承願います。まず、実技調査の結果についてでございます。実技調査における

８種目の総体を示す体力合計点については、小学５年生男女ともに、全国平均と「同等」

であり、中学２年生男女については全国より「やや高い」結果でありました。特に、今回

の体力調査で特徴的に見られたのは、ＡからＥの５段階で評価する総合評価において、下

位層でありますＤ群、Ｅ群の人数が少なく、全体的な体力の底上げが伺える結果となって

おります。このことは、平成２６年度に立ちあげました体力向上推進委員会での、幼小中

連携による体力向上の取組みが着実に効果を上げていると考えているところであります。

また、質問紙調査からは「運動が好き」「運動は大切である」という、運動に対する意識が

全道、全国よりも高く、学校質問紙調査では、体育授業の目標を明確に示し、振り返る学

習の活動を行う等、授業の充実に向けた積極的な取組みが進められていることが伺えます。
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一方で実技調査からは、全体的に５０Ｍ走の数値が全国、全道平均よりも低く、また、質

問紙調査においても、「テレビやゲームを楽しむ時間」が全国、全道平均より高いほか、中

学生の質問紙からは、「朝食を毎日とる割合」が全国、全道平均を下回る結果となっており

ます。このような調査結果を踏まえ、今後、更に詳細な分析を加えた上で、学校とも対応

策等について協議を進め、所管委員会において、改めて報告させていただくとともに、町

民の皆さんにも調査結果について広くお知らせしてまいりたいと存じます。 

２ 平成３０年度新冠小中学校学級編制、認定こども園ド・レ・ミの園児数について 

次に、平成３０年度の小中学校の学級編制、認定こども園ド・レ・ミの園児数について

ご報告いたします。添付いたしました資料１をご覧下さい。はじめに上段の新冠小学校の

児童数についてでございます。児童数は全体で２４６名を見込んでおりまして、前年度２

３７名から９名の増となる予定でございます。学級数は、特別支援学級３学級、普通学級

が１１学級となる見込みでございまして、前年度１０学級から１学級増えることになりま

す。新冠小学校については、平成２０年度の統合時の児童数が２０７名でございましたの

で、当時と比べますと３９名増えている状況でございます。全国的に、少子化の影響で児

童数が減少している中、新冠小学校においては、児童数が年々増えている傾向にあり、管

内２８小学校の中でも、４番目の規模となっております。なお、児童数増加に伴う、教室

の増設については、本年度において対応を進めておりまして、２月２１日に教室が完成し、

現在、次年度に向けた準備を取り進めているところでございます。次に、朝日小学校の児

童数についてでございます。朝日小学校については、児童数４７名で、前年度５３名から

６名減となります。また、学級数については特別支援学級は前年度の１学級から２学級と

１学級増え、普通学級は４学級となり、本年度の５学級から更に１学級の減となります。

そのため、朝日小学校につきましては、本年度から複式解消の対策を講じ６学級を維持し

てまいりましたが、次年度も引続き単式学級維持と充実した学校経営の推進のため、町費

負担教職員を２名に増員し、学級数を維持した上で、学習環境の充実を図る計画でおりま

す。次に、新冠中学校についてでございます。生徒数は１３３名を見込んでおりまして、

前年度１４０名から７名の減少となります。学級数につきましては、特別支援学級３学級、

普通学級６学級と前年度同様になる見込みでございます。次に、認定こども園ド・レ・ミ

の園児数をご説明申し上げますので、資料２をご覧下さい。年度当初の総園児数は１６３

名を見込んでおります。内訳につきましては、幼稚園希望園児が４５名、保育所希望園児

は１１８名となっております。前年度当初１６６名と比べ、３名減となりますが、１歳児

の園児数においては、前年度１２名から２３名と１１名の増加で、既に定員を大きく超え

る状況で、園開設以来最多となる見込みでございます。特に未満児保育については、近年、

年度途中の入園希望が増加傾向にあるため、適宜、保育教諭の増員を図りながら、安心安

全を第一とした園運営を進めて参りたいと存じます。 
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３ 新冠中学校卒業生の進路希望状況について 

次に、新冠中学校卒業生の進路希望状況について申し上げます。別紙資料３をご覧下さ

い。５１名中、進学が５０名、進路相談継続者が１名であります。進学の内訳は、静内高

等学校３７名、静内農業高等学校４名、私立高校３名、道内外公立高校へ６名の希望でご

ざいまして、３月１日現在、６名の合格が内定しております。なお、３月６日・７日に公

立高校の学力検査、面接試験が行われ、合格発表は３月１６日の予定となってございます。

４ レ・コード館開館２０周年記念事業の実施結果について 

次に、社会教育の推進におけるレ・コード館開館２０周年記念事業の実施結果について

ご報告致します。２０周年記念事業は主催事業を中心に、この間培ってきたネットワーク

や、関係団体との共催事業により実施いたしました。記念事業全体の結果は、資料４に記

載しておりますが、主要事業についてご報告いたします。まず、記念事業の第一弾といた

しまして、昨年６月３日に「レ・コード館誕生記念イベント」と「南こうせつコンサート」

を同日開催し、地域の皆さんに多くの来館を頂いたところでございます。これに彩を添え

るように、平成３年から取組みを進めてまいりました、レコード収集事業が、５月１５日

に目標の１００万枚に到達したことを確認し、レ・コード館開設日の６月８日に記念のセ

レモニーを催し、２０周年記念とともに二重の喜びの中で、年間の事業を展開することが

できました。７月２２日には、児童を対象とした社会教育事業として、「米村でんじろうサ

イエンスショー」を開催致しましたが、満席となる盛況をいただき、子どもの科学実験を

通じた体験事業として好評をいただいたところでございます。そして、最後の記念事業と

して、去る２月２４日に「昭和音楽大学ウインドシンフォニースペシャルコンサート」を

開催いたしました。この吹奏楽団は、世界吹奏楽大会日本代表や、全日本吹奏楽コンクー

ル課題曲教本のモデル演奏をするなど、日本のトップレベルの吹奏楽団で、２０周年を記

念して大学側のご厚意で派遣していただくことができたものでございます。コンサート前

には、町内４施設において、アウトリーチコンサートを提供させていただき、また、レ・

コード館でのコンサートでは、高度な演奏技術と素晴らしいアンサンブルの音色を響かせ

ていただきました。更に、フィナーレでは、２０年前の杮落とし公演で披露した曲「飛翔

にいかっぷ」を、合唱団ヴォルを中心に、シング・シング、新冠中学校吹奏楽部、そして

杮落としの際の出演者など、総勢８２名がコーラス隊を編成し、２０年前の感動を再現し

ていただくなど、音大と町民が一体となった取組みに、３２０名の来場者からも高い評価

をいただけたものと感じております。なお、今回の記念事業は、レ・コード館とともに歩

んできた、文化協会や自主企画委員会を始めとする各団体などと協働し、２０年の節目と

して、資料４に記載の各種事業を展開したものでございますが、いずれの事業も多くの方々

にお運びいただき、地域全体で２０年の節目を感じる、意義深い取組みにすることができ

たと感じており、改めて、町民の皆さんのご理解あるご協力や、関係者の皆さんのご尽力

に敬意と感謝を申し上げたいと存じます。今後とも、「レ・コードと音楽による町づくり」

のコンセプトの象徴施設として、また、町民の様々な文化活動拠点として、目的を見失う
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ことなく施設運営や事業展開を図ってまいりますので、ご理解あるご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。以上で、第１回定例会にあたっての教育行政報告とさせていただき

ます。 

○議長（芳住革二君） 教育長の行政報告が終わりました。 
 
   ◎日程第 ５ 同意第１号 新冠町公平委員会委員の選任について 
○議長（芳住革二君） 日程第５ 同意第１号 新冠町公平委員会委員の選任について を

議題といたします。提案理由の説明を求めます。中村副町長。 
○副町長（中村義弘君） 同意第１号 新冠町公平委員会委員の選任につきまして、提案

理由の説明を申し上げます。公平員会委員を選任いたしたく、地方公務員法第９条の２第

２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。同意を求める方につきましては、

新冠郡新冠町字節婦町１８４番地、荒木正弘氏 昭和２９年９月２１日生まれの方でござ

います。公平委員会の委員の職務は、公平・公正な行政を確保するため地方公務員法の定

めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審

査する等の措置を行うことを職務としております。任期は４年でございます。荒木氏は、

民間会社や役場職員、また社会福祉法人の事務職員として経験が豊富であり、また公平で

能率的な事務処理に理解があり、かつ行政についての見識を有する方であり公平委員会委

員として適任と判断し選任について同意を求めるものでございます。提案とおりご決定く

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 
○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。お諮りいたします。本件につい

ては人事案件でありますので、質疑・討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。（異議なしの声あり）異議なしと認めます。これより、同意第

１号 新冠町公平委員会委員の選任について採決を行います。お諮りいたします。同意第

１号は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。全員挙手であります。

よって、同意第１号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 
 
   ◎日程第 ６ 報告第１号 例月出納検査等の結果報告について 
○議長（芳住革二君） 日程第６ 報告第１号 例月出納検査等の結果報告について を

議題といたします。監査委員より、例月出納検査等の結果報告がありましたので、質疑を

省略し、報告のとおり受理することといたしたいと思います。 
 

◎日程第 ７ 報告第２号 専決処分について 
○議長（芳住革二君） 日程第７ 報告第２号 専決処分について を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。坂本総務課長。 
○総務課長（坂本隆二君） 報告第２号 専決処分について、提案理由を申し上げます。

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、
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同条第２項の規定によりこれを報告し、受理いただくものでございます。次のページをお

開き願います。専決処分書 損害賠償の額の決定について、地方自治法第１８０条第１項

の規定に基づき、別紙のとおり平成２９年１２月２８日付けをもって専決処分したもので

あります。この度の専決処分につきましては、昨年１１月２４日本町職員が公用車で町道

牧野芽呂線を走行中公用車左側後輪の部品が外れ、タイヤが前方に停車中の普通貨物自動

車のバンパーに接触し、損傷させた事故について物損事故に係る示談が成立いたしました

ので、示談日をもって損害賠償の和解及び損害賠償の額の決定を専決処分したものでござ

います。なお、専決処分の和解及び額の決定につきましては、議会の議決を要する案件で

ありますが地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項で

特に指定したものは専決処分できることと規定されており、損害賠償の額が５０万円以下

のものは町長において専決処分できる旨を議会から委任いただいていることから、この度

専決処分し報告案件とさせていただいております。また、損害賠償額の支払いに関しまし

ては、町加入の保険会社より直接相手方に支払われることから、歳入歳出予算に変動はご

ざいません。次のページをお開き願います。損害賠償の和解及び損害賠償の額の決定につ

いて、平成２９年１１月２４日本町職員が業務のため町道町有牧野芽呂線を公用車で走行

中、字美宇において公用車の左側後方のタイヤが外れ、タイヤが停車中の普通貨物自動車

に衝突し破損させたことにより損害を与えた事故について、損害賠償の和解及び損害賠償

の額を次のとおり決定したものであります。１．和解の相手方は、新冠郡新冠町字本町６

９番地の８ 有限会社名須川林業 代表取締役 伊藤將治 ２．和解の内容は新冠町を甲

とし、有限会社名須川林業を乙として、次の条件のとおり和解したものであります。（１）

過失割合は新冠町１００％、名須川林業を０％とする。（２）新冠町は名須川林業に対し、

車両の修繕料として４７万９４１８円を支払うものとする。（３）新冠町及び名須川林業は、

本件に関し、今後上記の金員を除き一切の請求をしないこととする。３．損害賠償の額は

４７万９４１８円とする。以上、報告第２号の提案理由を申し上げました。ご審議を賜り

報告とおり受理くださいますようよろしくお願い申し上げます。 
○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。報告第２号については、地方自

治法第１８０条第２項の規定に基づく報告でありますので、質疑を省略し、報告のとおり

受理することといたしたいと思います。 
 
   ◎日程第 ８ 報告第３号 専決処分について 
    日程第 ９ 報告第４号 専決処分について 
    日程第１０ 報告第５号 専決処分について 
○議長（芳住革二君） 日程第８ 報告第３号、日程第９ 報告第４号、日程第１０ 報

告第５号 専決処分について 以上３件を一括議題といたします。提案理由の説明を求め

ます。坂本総務課長。 

○総務課長（坂本隆二君） 報告第３号 専決処分について 提案理由を申し上げます。
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地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、

同条第２項の規定によりこれを報告し、受理いただくものでございます。次のページをお

開き願います。専決処分書 損害賠償の額の決定について、地方自治法１８０条第１項の

規定に基づき、別紙のとおり平成３０年１月８日付けをもって専決処分したものでありま

す。この度の専決処分につきましては、昨年１０月１３日スクールバスが下校する児童、

生徒を送るため朝日小学校敷地内から道道２０９号線を右折して道路に進入しようとした

際、右方向から直進してきた車両に気付くのが遅れ、急加速して発車したためハンドル操

作を誤り、道路左側に逸脱し路外へ転落、横転したことにより乗車しておりました児童、

生徒３名を負傷させた事故につきまして、人身事故に係る示談が成立いたしましたので示

談日をもって損害賠償の和解及び損害賠償の額の決定を専決処分したものでございます。

なお、３名の児童、生徒に係る専決処分でありますが、示談日がそれぞれ異なることから

それぞれの示談日をもって専決処分をしてございます。次のページをお開き願います。損

害賠償の和解及び損害賠償の額の決定について、平成２９年１０月１３日スクールバスが

下校する児童、生徒を送るため、朝日小学校敷地内から道道２０９号線を右折して道路に

進入しようとした際、右方向から直進してきた車両に気付くのが遅れ、急加速して発車し

たためハンドル操作を誤り、道路左側に逸脱し路外へ転落、横転したことにより乗車して

おりました児童、生徒３名を負傷させた事故につきまして、損害賠償の和解及び損害賠償

の額を次のとおり決定する。１．和解の相手方 新冠中学校１年生保護者Ａ なお、個人

情報保護の観点から実名を伏せておりますことをご了承願います。２．和解の内容 新冠

町を甲とし、新冠中学校１年生保護者Ａを乙とし、以下次の条件のとおり和解したもので

あります。（１）新冠町は保護者Ａに対して慰謝料、医療費及び文書料として６万５２５９

円を支払うものとする。新冠町及び保護者Ａは、本件に関し今後上記の金員を除き一切の

請求をしないこととする。３．損害賠償の額は６万５２５９円とする。以上、報告第３号

の提案理由を申し上げました。続きまして、報告第４号について説明をいたします。報告

第４号 専決処分について 提案理由を申し上げます。地方自治法第１８０条第１項の規

定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第２項の規定によりこれを報

告し、受理いただくものでございます。次のページをお開き願います。専決処分書 損害

賠償の額の決定について、地方自治法１８０条第１項の規定に基づき、別紙のとおり平成

３０年１月１６日付けをもって専決処分したものであります。この度の専決処分につきま

しては、報告第３号でご説明いたしましたスクールバスの事故について人身事故に係る示

談が成立いたしましたので、示談日をもって損害賠償の和解及び損害賠償の額の決定を専

決処分したものでございます。次のページをお開きください。損害賠償の和解及び損害賠

償の額の決定について、和解の相手方 朝日小学校２年生保護者Ｂ。２．和解の内容 新

冠町を甲とし、朝日小学校２年生保護者Ｂを乙とし、以下次の条件のとおり和解したもの

であります。（１）新冠町は保護者Ｂに対し慰謝料、医療費及び文書料として３万５６９０

円を支払うものとする。（２）新冠町及び保護者Ｂは、本件に関し今後上記の金員を除き一
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切の請求をしないこととする。３．損害賠償の額は３万５６９０円とする。以上、報告第

４号の提案理由を申し上げました。続きまして、報告第５号について説明をいたします。

報告第５号 専決処分について、提案理由を申し上げます。地方自治法第１８０条第１項

の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第２項の規定によりこれ

を報告し、受理いただくものであります。次のページをお開き願います。専決処分書 損

害賠償の額の決定について、地方自治法１８０条第１項の規定に基づき、別紙のとおり平

成３０年１月２５日付けをもって専決処分したものであります。この度の専決処分につき

ましては、報告第３号、第４号と同様の内容でございます。次のページをお開き願います。

損害賠償の和解及び損害賠償の額の決定について、１．和解の相手方 新冠中学校１年生

保護者Ｃ。２．和解の内容 新冠町を甲とし、新冠中学校１年生保護者Ｃを乙とし、以下

次のとおり和解したものであります。（１）新冠町は保護者Ｃに対し慰謝料、医療費及び文

書料として１０万４５９４円を支払うものとする。（２）新冠町及び保護者Ｃは、本件に関

し今後上記の金員を除き一切の請求をしないこととする。３．損害賠償の額は１０万４５

９４円とする。以上、報告第３号、第４号、第５号の提案理由を申し上げました。ご審議

を賜り、報告とおり受理くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。報告第３号、第４号、第５号に

ついては、地方自治法第１８０条第２項の規定に基づく報告でありますので、質疑を省略

し、報告のとおり受理することといたしたいと思います。 

 

    ◎日程第１１ 承認第１号 専決処分について 
○議長（芳住革二君） 日程第１１ 承認第１号 専決処分について を議題といたしま

す。提案理由の説明を求めます。坂本総務課長。 
○総務課長（坂本隆二君） 承認第１号 専決処分について、提案理由を申し上げます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、

同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものでございます。次のペー

ジをお開き願います。専決処分書 平成２９年度新冠町一般会計補正予算について、地方

自治法第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり平成３０年１月３１日付けをもっ

て専決処分したものであります。この度専決処分いたしました補正の主な内容ですが、町

民センター内で開設をしております、児童館のプレイルームの冷暖房に使用しております

エアコン設備が故障し、修理不能となったことから改修工事が必要となったものでありま

すが、議会を開く暇がなかったことから平成３０年１月３１日付けをもって専決処分した

ものであります。予算書の１ページをお開き願います。平成２９年度新冠町一般会計補正

予算 この度は４回目の専決の補正予算となります。歳入歳出予算の補正第１条、既定の

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２１１万７０００円を追加し歳入歳出予算の総

額をそれぞれ５０億８２５１万６０００円にしようとするものであります。それでは、事

項別明細書の歳出から説明いたしますので、６ページをお開き願います。３款 民生費 ２
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項 児童福祉費 ２目 児童福祉施設費 ２１１万７０００円の追加は、町民センター内で開

設をしております児童館のプレイルームのエアコン設備の故障により改修が必要となった

もので、エアコン２基を取替えるものであります。歳入に移りますので、５ページをお開

き願います。１７款 繰入金 １項 基金繰入金 ３目 財政調整基金繰入金 ２１１万７００

０円の追加は、補正財源として基金を繰り入れるものであります。以上、承認第１号 平

成２９年度新冠町一般会計補正予算の提案理由を申し上げました。ご審議を賜り原案とお

りご承認くださいますようお願い申し上げます。 
○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、本案に対する質疑を

行います。質疑は、歳入・歳出を一括して行います。発言を許可いたします。ありません

か。はい、武田議員。 

○７番（武田修一君） ７番武田です。エアコンの故障ということで、これはもう年数、

使用量ともに役目を終えたということの理解でいいんでしょうか。 

○社会教育課長（湊昌行君） 今回故障したエアコンが２００５年製ということで、設置

からも十数年経過していることから部品等がなく、全く修理ができないという状況に陥り

ました。そのため、今回専決処分において取替工事を行ったということでございます。 

○議長（芳住革二君） 他にありませんか。（なしの声あり）ないようですので、質疑を終

結いたします。お諮りいたします。本案は、報告のとおり承認することに、ご異議ござい

ませんか。（異議なしの声あり）異議なしと認めます。よって、承認第１号は報告のとおり

承認されました。 

 

    ◎日程第１２ 承認第２号 専決処分について 
○議長（芳住革二君） 承認第２号 専決処分について を議題といたします。提案理由

の説明を求めます。坂本総務課長。 
○総務課長（坂本隆二君） 承認第２号 専決処分について、提案理由を申し上げます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので同

条第３項の規定により、これを報告し議会の承認を求めるものでございます。次のページ

をお開き願います。専決処分書 平成２９年度新冠町一般会計補正予算について 地方自

治法第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり平成３０年２月５日をもって専決処

分したものであります。この度専決処分いたしました補正の主な内容でありますが、２月

５日の早朝から断続的に降り続いた降雪は町内全域にわたり、住民生活に支障が及ぶこと

が予想され、さらに長期化する予報となったことから除雪に要する費用に不足が生じるこ

とが見込まれましたが、議会を開く暇がなかったことから平成３０年２月５日付けをもっ

て専決処分したものであります。予算書の１ページをお開き願います。平成２９年度新冠

町一般会計補正予算 この度は５回目の専決の補正予算となります。歳入歳出予算の補正 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１１９３万５０００円を追加し

歳入歳出予算の総額をそれぞれ５０億９４４５万１０００円にしようとするものでありま
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す。事項別明細書の歳出から説明いたしますので、６ページをお開き願います。６款 商工

費 １項 商工費 ２目 観光費 ６７万６０００円の追加は、道の駅構内の除雪業務委託料を

追加するもの。７款 土木費 １項 道路橋梁費 ２目 道路維持費 １１２５万９０００円の

追加、１１節 需要費 ５０万円の追加は、大雪により出動回数の増加する町所有のダンプ、

グレーダー、ショベルの除雪車両に係る燃料費及びグレーダーのエッジの修繕料の増額で

あります。１３節 委託料 １０７５万９０００円の追加は、除雪業務委託料の増額であり

ます。次に、歳入に移りますので５ページをお開き願います。１７款 繰入金 １項 基金繰

入金 ３目 財政調整基金繰入金 １１８３万４０００円の追加は、補正財源として財政調整

基金を繰り入れるものであります。１９款 諸収入 ４項 雑入 ５目 雑入 １０万１０００

円の追加は、道の駅構内の除雪業務委託に対し、テナントから一部負担を求めるものであ

ります。以上、承認第２号 平成２９年度新冠町一般会計補正予算の提案理由を申し上げ

ました。ご審議を賜り原案とおり承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 
○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、本案に対する質疑を

行います。質疑は、歳入・歳出を一括して行います。発言を許可いたします。ありません

か。（なしの声あり）ないようですので、質疑を終結いたします。お諮りいたします。本案

は、報告のとおり承認することに、ご異議ございませんか。（異議なしの声あり）異議なし

と認めます。よって、承認第２号は報告のとおり承認されました。暫時休憩いたします。

再開は１１時１５分といたします。 

 

（１０時５９分） 

（１１時１３分） 
 
○議長（芳住革二君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
 
    ◎日程第１３ 議案第１号 新冠町職員定数条例の一部を改正する条例について 
○議長（芳住革二君） 日程第１３ 議案第１号 新冠町職員定数条例の一部を改正する

条例について を議題といたします。提案理由の説明を求めます。坂本総務課長。 
○総務課長（坂本隆二君） 議案第１号 新冠町職員定数条例の一部を改正する条例につ

いて、提案理由を申し上げます。新冠町職員定数条例の一部を改正する条例を以下のとお

り定めようとするものであります。職員の定数条例につきましては、地方自治法第１７２

条第３項におきまして、条例でこれを定めると規定をされていることを根拠として制定さ

れており、地方公共団体が置くことができる職員の総数の限度を定めているもので、上限

の職員数を超えて職員を任用することができないとされております。この度の改正は、現

在の職員数が１５２人であり条例で規定する上限の範囲内ではありますが、平成３０年度

の職員採用を見込んだ場合、現在の職員定数条例の上限を超える見込みであることから条

例の一部を改正しようとするものであります。町長部局の職員につきましては、現在１１
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５人であり条例上限が１２５人でありますが、平成３０年度において国保診療所の病床再

開に向けた医療スタッフの募集による増加を見込んだ結果、１３０人となる見込みであり

上限を５人超過いたします。また、教育委員会の職員におきましては現在３５人であり上

限と同数となっておりますが、平成３０年度において朝日小学校複式学級の解消のための

職員１名の採用、認定こども園ド・レ・ミの入園児童数、特に３歳未満児の増加により保

育教諭の２名の増員が必要となり、３８人となる見込みであり上限３人超過いたします。

以上のように、町長部局において５人、教育委員会部局において３人の超過が発生いたし

ますが、これに加え緊急的な事務事業の発生時に職員数が上限を超えることのないよう町

長部局に５名、教育委員会部局に２名の余裕を持たせ職員定数条例第２条を改正しようと

するものであります。それでは、新旧対照表により改正内容を説明いたしますので、２ペ

ージをお開き願います。新冠町職員定数条例の一部を改正する条例新旧対照表 第２条は

定数の規定であります。表中、町長の事務部局の職員１２５人を１３５人に、教育委員会

の事務部局の職員３５人を４０人に、総数１６２人を１７７人に改めるものであります。

１ページにお戻りください。附則として、この条例は平成３０年４月１日から施行するも

のであります。以上、議案第１号 新冠町職員定数条例の一部を改正する条例について、

提案理由を申し上げました。ご審議を賜り提案とおりご決定くださいますようよろしくお

願い申し上げます。 
○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、議案第１号に対する

質疑を行います。発言を許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですの

で、質疑を終結いたします。これより、本案に対する討論を行います。反対討論の発言を

許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、討論を終結いたしま

す。これより、議案第１号について採決を行います。お諮りいたします本案は、原案のと

おり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。全員挙手であります。よって、議案第１

号は、原案のとおり可決されました。 

 
    ◎日程第１４ 議案第２号 新冠町地域福祉計画策定推進委員会設置条例の制定 

について 

○議長（芳住革二君） 日程第１４ 議案第２号 新冠町地域福祉計画策定推進委員会設

置条例の制定について を議題といたします。提案理由の説明を求めます。鷹觜保健福祉

課長。 

○保健福祉課長（鷹觜寧君） 議案第２号 新冠町地域福祉計画策定推進委員設置条例の

制定について、提案理由を申し上げます。新冠町地域福祉計画策定推進委員会設置条例を、

別紙のとおり定めようとするものでございます。本条例は、社会福祉法１０７条に規定さ

れております市町村地域福祉計画の策定及び見直し、計画の進行管理に係る委員会の設置

条例を定めるものでございます。それでは、条例内容をご説明いたしますので、次のペー

ジをお開きください。新冠町地域福祉計画策定推進委員会設置条例 第１条は設置でござ
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います。法令に規定する地域福祉計画の策定、進行管理及び見直しに関する事項を協議す

るため新冠町地域福祉計画策定推進委員会を設置する旨を規定いたします。第２条は、所

管事項でございます。委員会の協議事項の規定で、第１号で計画の策定、見直しに関する

事。第２号で、計画の進行管理に関すること。第３号で、その他計画の実施について重要

な事項に関することを協議する旨を規定しております。第３条は組織に関する規定でござ

います。委員会の委員を１５人以内で次の第１号から４号に掲げる者の中から組織し町長

が委嘱することを規定しており、第１号において、学識経験を有する者、第２号において、

福祉・医療・保健関係者、第３号において各種団体の代表者等、第４号において、その他

町長が認めた者を定めております。第４条は、委員の任期の規定でございますが。第１項

で、委員の任期を３年と定め、ただし書きにおいて補欠委員の任期を前任者の残任期間と

することを定めております。第２項で、委員は再任できることを定めております。第５条

は委員長及び副委員長の規定でございます。委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ１人

置くことを定めております。第２項に、委員長は委員の互選により選出すること、第３項

に、副委員長は、委員長の指名によること、第４項に、委員長が委員会を代表し会議を総

理すること、第５項に、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けた

ときは、その職務を代理することを定めております。第６条は会議の規定でございます。

会議は委員長が招集し会議の議長を務めることを定めております。次のページをご覧くだ

さい。第２項では、会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができないこと、第３

項では、会議の議事は出席の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長が決すること

が定められております。第７条は関係職員の出席の規定でございます。必要に応じ関係職

員の出席を求めることができることを定めております。第８条は報酬及び費用弁償の規定

でございますが。別表において委員の報酬を日額６４００円、旅費の額を車賃１キロにつ

き２０円、日当は町外２０００円、宿泊料は町外８０００円、町内４７００円と定めるも

のです。第９条は委任の規定でございます。委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委

員会に諮ることを定めております。附則でございます。この条例は、平成３０年４月１日

から施行する。以上が、議案第２号の提案理由でございます。ご審議を賜り提案のとおり

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、議案第２号に対する

質疑を行います。発言を許可いたします。ありませんか。はい、荒木議員。 

○５番（荒木正光君） ５番荒木です。本計画の策定にあたってはですね、地域住民の意

見をですね十分に反映させながら策定する計画であると思っております。今後のですね、

地域福祉を総合的に推進する上で大きな柱となるもので大いに期待をするものでございま

す。そこで既にですね、社会福祉協議会において地域福祉実践計画を策定済みでございま

す。この計画は平成２６年度に策定をして、５年間の計画が平成３０年度で終了するとい

うことになってございます。町がですね、３０年度に策定を予定しているこの地域福祉計

画と社協も３０年度に策定を予定する地域福祉実践計画ございますけども、その緊密な連
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携のもとにですね、一体的に策定することが必要だというふうに私は思っております。そ

れで、社協とは新年度本計画書の策定をどのように進めていくのか、協議をされているの

かどうか。また、この計画書については第５次新冠町総合計画を上位とした位置付けとな

ってございます。さらに現在ですね、高齢者だとか障害者、児童といった対象ごと計画が

策定されている訳ですけれども、これらの各計画との整合性や連携をどのように図ってい

くのかお聞きをいたします。 

○議長（芳住革二君） はい、鷹觜保健福祉課長。 
○保健福祉課長（鷹觜寧君） まさに議員がおっしゃる通りのことだと思います。３０年

度に計画を策定することで、後程当初予算にも計上させていただく予定でございますが、

それを前提に委員会の設置条例を作ると。それにあたりまして社会福祉協議会とは、当然

この地域福祉計画と社会福祉協議会の策定しております地域福祉実践計画、整合性の図ら

れたものにならなければならないということで、協議は同時に整合性を図りながらやって

いこうということで協議を進めております。まずそれが１点でございます。それから総合

計画の下位に位置づけするということで、これは地域福祉計画は児童、障害者、高齢者、

生活困窮者、災害時の要援護者等の個別計画を包合するような計画になっておりますので、

策定の際にはそのような計画との整合性を図りながら、当然策定していくということでご

ざいます。 
○議長（芳住革二君） ほかにありませんか。はい、荒木議員。 
○５番（荒木正光君） 立派な計画書を作っていただきたいなと思っている訳ですけれど

も、それで第２条の所管事項第２号において計画の進行管理に関するということになって

おりますけども、具体的にどのようなことをするのか。また、本計画期間何年から何年ま

でを予定しているのかお聞きいたします。 

○議長（芳住革二君） はい、鷹觜保健福祉課長。 
○保健福祉課長（鷹觜寧君） まず第２条の進行管理に関することということですが、そ

れにつきましてはまず計画を策定して、その策定の期間、年度ごとに計画の遂行・推進状

況というのを見直しをかけるという意味でございます。それから計画の期間ですが、５年

間ということで５年の計画でございます。 
○議長（芳住革二君） はい、荒木議員。 

○５番（荒木正光君） ５年間というと平成３１年から３５年までというふうに解釈をす

る訳ですけども、第４条の中で委員の任期は３年というふうになっています。５年とした

場合ですね、今進行管理も含めてやる訳ですけども、委員がやると思うんですけどもその

５年とした場合のですね、整合性はどのように解釈をしたらよろしいんでしょうか。 

○議長（芳住革二君） はい、鷹觜保健福祉課長。 
○保健福祉課長（鷹觜寧君） 任期につきましては、当然その任期の中で委員さんも変わ

ることもございますので、３年と定め次の策定５年間で定めて１年前には策定するんです

が、その時に変わっていることも想定はしております。 
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○議長（芳住革二君） ほかにありませんか。はい、竹中議員。 

○１０番（竹中進一君） １０番竹中です。委員のことについて２点お伺いいたします。

細かいことについては規則等で定められているのかとは思いますけれども、この１５人の

委員については町内在住者に限るものなのかどうなのかという点と、それから欠員が生じ

た場合にどのようにするか、期間が短い場合にはそのまんま欠員のままでも期間がくるま

で欠員のままでやれるのかというようなことについてお伺いしたいと思います。 

○議長（芳住革二君） はい、鷹觜保健福祉課長。 
○保健福祉課長（鷹觜寧君） 委員につきましては１５名以内ということでございますの

で、細かい規定はこれから作成することになりますが、町内、今現在考えているのは町内

の各種団体から委員を募集しようというふうに考えてございます。１５名以内ということ

ですので、適時判断しようと考えております。 
○議長（芳住革二君） はい、竹中議員。 

○１０番（竹中進一君） 質疑かどうかちょっと難しいところですけど、学識経験者につ

いてはですね、特に町内在住者にこだわらずにやっぱり広く、地域の新しい制度等の内容

を理解する上でも例外的に学識経験者については町外者について委任できるようなことは

できないでしょうかということと、それから臨機応変にということですけどその欠員が生

じた場合のある程度基準というようなものをこの条例の中には定めなくてもいいかと思い

ますけれども、規則等である程度は決めておく必要があるんではないかと思いますがいか

がでしょうか。 

○議長（芳住革二君） はい、鷹觜保健福祉課長。はい、中村副町長。 
○副町長（中村義弘君） 委員の関係ですけども、町内在住者というお話を保健福祉課長

言っておりましたが、当初はそれでいいのかも知れませんが、ただ色々な知識を持った方々

を議員がおっしゃるように募集するとなると、どうしても町内に限定すると無理があると

いうこともありますので、運用の中では当然町外の福祉に長けた方、詳しい方を委員とし

て委嘱することもあり得るかと思っております。また、欠員に関しては条例の中で謳って

ます残任期間というのは１５名ぎりぎりの場合の話でございまして、例えば１０名であれ

ば１５名以内の話でございますので、その時には欠けた人間の方の残任期間を補充するの

かあるいは欠けたままの人数の中でやるのかその時々の判断になるかということを先程答

弁させていただいたものでございます。 

○議長（芳住革二君） ほかありませんか。はい、伹野議員。 

○１１番（伹野裕之君） １１番伹野です。第３条の部分で質問いたします。委員会は定

員１５名以内をもって組織するとありますけども、その１５名以内とするその１５名の必

要性とその根拠。私自身は少数精鋭という形で１０名でも良いと思うんですけども、その

１５名としたその根拠の説明を求めます。 

○議長（芳住革二君） はい、鷹觜保健福祉課長。 
○保健福祉課長（鷹觜寧君） 根拠というかある程度他町、他市町村の例を参考にしなが
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ら定めた訳でございますが、この地域福祉計画が総合計画のすぐ下位に位置付けするとい

うことで、先程も申し上げましたが児童から障害者からと多岐にわたるということもあり

ますので、その部分で１５名ということで規定させていただいております。 
○議長（芳住革二君） ほかありませんか。（なしの声あり）ないようですので、質疑を終

結いたします。これより、本案に対する討論を行います。反対討論の発言を許可いたしま

す。ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、討論を終結いたします。これより、

議案第２号について採決を行います。お諮りいたします本案は、原案のとおり決すること

に賛成の諸君の挙手を求めます。全員挙手であります。よって、議案第２号は、原案のと

おり可決されました。 

 
   ◎日程第１５ 議案第３号 新冠町介護サービス事業条例等の一部を改正する条例 

について 
○議長（芳住革二君） 日程第１５ 議案第３号 新冠町介護サービス事業条例等の一部

を改正する条例について を議題といたします。提案理由の説明を求めます。鷹觜保健福

祉課長。 
○保健福祉課長（鷹觜寧君） 議案第３号 新冠町介護サービス事業条例等の一部を改正

する条例について、提案理由を申し上げます。新冠町介護サービス事業条例、新冠町デイ

サービスセンター設置条例及び新冠町立特別養護老人ホーム設置条例の一部を、次のよう

に改正しようとするものでございます。この度の改正は、条例の根拠法令である介護保険

法の改正によるものでございます。改正内容につきましては、改正に伴う「改め文」

及び「新旧対照表」での説明は省略させていただき、お手元に配布しており

ます「議案第３号資料」により説明させていただきますのでご覧願います。

新冠町介護サービス事業条例等の一部を改正する条例の改正概要でございます。左より、

条名、見出し、改正の内容を記載しております。今回の一部改正は関連する３つの条例の

一部改正を３条だてにて提案するものでございます。最初に 第１条 新冠町介護サービ

ス事業条例の一部改正でございます。第１条は、目的を規定しておりますが、介護保険法

の改正に合わせた事業の名称を改正するものでございます。第２条は、新冠町が実施する

介護サービス事業を規定しておりますが、介護保険法の改正による各サービス名称の整合

を行いますことと、第２項として地域支援事業の２つの事業を加えるものでございます。

第３条から第５条までは、事業所の名称等、対象者、サービスの利用について規定してお

りますが、第２条で改正する事業の名称等に合わせた改正を行うものです。第６条は、手

数料及び実費に相当する費用を規定しておりますが、介護保険法の改正に合わせ、各サー

ビス事業の名称及び根拠とする介護保険条項の整合を図るものです。次に、第２条 新冠

町デイサービスセンター設置条例の一部改正でございます。第１条は、目的及び設置を規

定しておりますが、介護保険法の改正により、１点目、定員１８人以下の通所介護が地域

密着型通所介護サービスへ、２点目、要支援の介護予防通所介護が地域支援事業の第１号
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通所へサービス名称及び区分が変更されたことによる改正でございます。第５条は、利用

料を規定しておりますが、根拠とする介護保険条項の整合、事業名称の改正を行うもので

す。最後に第３条 新冠町立特別養護老人ホーム設置条例の一部改正でございます。第１

条は、目的及び設置を規定しておりますが、介護保険法改正に合わせ、条項の整合を行う

ものでございます。議案の４ページへお戻り下さい。附則でございます。この条例は平成

３０年４月１日から施行するものでございます。以上が 議案第３号の提案理由でござい

ます。ご審議を賜り、提案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、議案第３号に対する

質疑を行います。発言を許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですの

で、質疑を終結いたします。これより、本案に対する討論を行います。反対討論の発言を

許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、討論を終結いたしま

す。これより、議案第３号について採決を行います。お諮りいたします。本案は、原案の

とおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。全員挙手であります。よって、議案第

３号は、原案のとおり可決されました。 

 
   ◎日程第１６ 議案第４号 新冠町介護予防・生活支援条例の一部を改正する条例 

について 
○議長（芳住革二君） 日程第１６ 議案第４号 新冠町介護予防・生活支援条例の一部

を改正する条例について を議題といたします。提案理由の説明を求めます。鷹觜保健福

祉課長。 
○保健福祉課長（鷹觜寧君） 議案第４号 新冠町介護予防・生活支援条例の一部を改正

する条例について提案理由を申し上げます。新冠町介護予防・生活支援条例の一部を、次

のように改正しようとするものでございます。この度の改正は、条例に規定する手数料の

根拠法令である介護保険法の改正によるもの及び事業委託先の拡大に係る改正でございま

す。それでは、条例内容について新旧対照表によりご説明いたしますので、２ページをお

開きください。条名 第５条 見出し 手数料及び実費に相当する費用の徴収でございま

すが、手数料の根拠法令である介護保険法において、条例第２条第１号及び第２号で定め

る、要支援１と２の方に対する訪問介護及び通所介護サービス費用について、国が定める

額から市町村の定める額に改正されたため、手数料の算出基準を日高中部広域連合介護予

防・日常生活支援総合事業実施要綱第８条に規定する額に改正するものでございます。次

に、第７条 事業の委託等でございますが、事業の実施は社会福祉法人に委託又は指定管

理者に行わせる規定を設けておりますが、委託先について社会福祉法人以外に拡大するこ

とを目的に、社会福祉法人の次に「等」を追加するものでございます。１ページへお戻り

下さい。附則でございます。この条例は平成３０年４月１日から施行するものでございま

す。以上が 議案第４号の提案理由でございます。ご審議をいただき、提案どおりご決定

くださいますようお願い申し上げます。 
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○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、議案第４号に対する

質疑を行います。発言を許可いたします。ありませんか。はい、荒木議員。 

○５番（荒木正光君） ５番荒木です。１点目、まず第５条関係で現行では法の定める算

出基準の額の１割を徴収することになっていることが、今度改正後第２条第１号と第２号

の事業についてはですね、改正文の通り広域連合が規定する額としているところでござい

ますけども、どのくらいの割合で徴収を予定しているのか、まず１点お聞きをいたします。 

それから２点目、第７条の関係です。事業の委託の関係ですけども、この改正部分の解釈

について若干お聞きをいたしたいと思います。平成２７年度からですね、本条第２条第４

号のふれあい夕食事業、この委託先については当時社会福祉協議会から民間業者へ変更と

なったということはこれは皆さんご承知のことと思います。その時はですね、町の考え方

もあったというふうに思いますけども、何故変更したのか理解はできなかったところでご

ざいました。その際にですね、現行条例上民間業者に委託することは違法ではないのかと

いうことで、条例の一部を改正して実施すべきでないのかということで進言をしていた訳

ですけども、町が直営で行うから問題ないというふうな曖昧な回答で本日まできている、

これが事実でございまして、今般一部改正に至ったということは理解をさせていただきま

す。そこでですね、改正部分について「等」を追加した部分がございます。この「等」と

はどのような範囲と解釈したらいいのかちょっとお聞きいたします。 

○議長（芳住革二君） はい、鷹觜保健福祉課長。 
○保健福祉課長（鷹觜寧君） 私の方から１点目の質問につきましてお答えいたします。

市町村の定める金額ということで、負担率ということでございますが、日高中部広域連合

で定める規定におきましても中身は１割と定めておりますので、従来の負担率と変わらな

いものでございます。 
○議長（芳住革二君） はい、中村副町長。 
○副町長（中村義弘君） ７条の関係につきまして私の方から答弁させていただきます。

法制のテクニックといたしまして色々あるんですが、限定列挙といいまして具体的な名称

を掲げてそれ以外のものは適用にならないという限定列挙の方法もありますし、また、反

面漠然とした形の中での表記もあります。一番わかりやすいのは、例えば特に町長が認め

る場合なんていうのは一番漠然としております。そういう中で今回の表記につきましては

「等」という言葉を付けることによって、対象の範囲を広くどこまでも拾えるのかなとい

うことで、実は「等」を付けさせていただいたものでございますが、先程申し上げました

ように「等」を使うというのは限定列挙に若干近い要素がございますので、その方が町民

にとって分かりやすいのかなということで「等」を使わせていただいたものでございます。 
○議長（芳住革二君） はい、荒木議員。 

○５番（荒木正光君） その第７条の関係ですけども、条文の意味がですね、人それぞれ

に解釈されるような曖昧な表現だとか、難解な用語を用いて規定されているということは

理解されないものであってはならないのではないかなというふうには思っております。そ
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こでですね、今の委託業者が良い悪いということではない訳ですけども、本条例において

はですね、この目的は高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的に制定をされているもの

でございます。特にこのふれあい夕食事業についてはですね、ただ夕食を配れば良いとい

うことでなく、利用者の安否確認等が確実に行う必要があると思います。今後ですね、委

託業者選定にあたってはその辺も考慮して、慎重に選定すべきだと思いますけども改めて

その辺の見解をお伺いいたします。 

○議長（芳住革二君） はい、中村副町長。 
○副町長（中村義弘君） 当時、現業者を選定するにあたりましては町としてもそれなり

に色々考慮した上で、考えた上で選定しているものと私は思っております。そういう意味

では今後にあたりましても、何か特別なことがない限りはですね、現業者を使っていきた

いなというふうに私は思っております。 
○議長（芳住革二君） ほかにありませんか。（なしの声あり）ないようですので、質疑を

終結いたします。これより、本案に対する討論を行います。反対討論の発言を許可いたし

ます。ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、討論を終結いたします。これよ

り、議案第４号について採決を行います。お諮りいたします。本案は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の挙手を求めます。全員挙手であります。よって、議案第４号は、原

案のとおり可決されました。 

 
   ◎日程第１７ 議案第５号 新冠町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい 
                て 
○議長（芳住革二君） 日程第１７ 議案第５号 新冠町国民健康保険条例の一部を改正

する条例について を議題といたします。提案理由の説明を求めます。鷹觜保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鷹觜寧君） 議案第５号 新冠町国民健康保険条例の一部を改正する条

例について、提案理由を申し上げます。新冠町国民健康保険条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり定めようとするものでございます。この度の改正は、平成３０年４月から国

民健康保険の運営は市町村から都道府県と市町村が共に担うこととなっておりますことか

ら、国民健康保険法の改正及び葬祭費については北海道国民健康保険運営方針に沿った金

額への改正でございます。それでは、条例内容について新旧対照表によりご説明いたしま

すので、２ページをお開きください。条名 第１章 章名の改正でございますが、これま

で国民健康保険は市町村が実施する規定でございましたが、都道府県が市町村とともに実

施する規定となりましたことから、新冠町が行う国民健康保険の次に、「の事務」を追加す

るものでございます。第１条 見出し及び第１条中 国民健康保険の次に「の事務」を追

加するものでございます。次に第２章 章名の改正でございますが、都道府県においても

国民健康保険事業の運営に関する協議会を設置することとなりましたことから、章名を「国

民健康保険運営協議会」から「市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改め

るものでございます。第２条 見出し及び第２条中「国民健康保険運営協議会」を「市町

25 
 



村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改めるものでございます。次に、第９条 

葬祭費でございますが、北海道国民健康保険運営方針に基づき葬祭費を１万円から３万円

へ改正するものでございます。１ページへお戻り下さい。附則でございます。第１条 こ

の条例は平成３０年４月１日から施行する。第２条 施行日前に死亡した被保険者に係る

新冠町国民健康保険条例第９条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

以上が 議案第５号の提案理由でございます。ご審議を賜り、提案のとおりご決定くださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、議案第５号に対する

質疑を行います。発言を許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですの

で、質疑を終結いたします。これより、本案に対する討論を行います。反対討論の発言を

許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、討論を終結いたしま

す。これより、議案第５号について採決を行います。お諮りいたします本案は、原案のと

おり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。全員挙手であります。よって、議案第５

号は、原案のとおり可決されました。 

 

    日程第１８ 議案第６号 新冠町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ 
                いて 
○議長（芳住革二君） 日程第１８ 議案第６号 新冠町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例について を議題といたします。提案理由の説明を求めます。鷹觜保健福祉課

長。 

○保健福祉課長（鷹觜寧君） 議案第６号 新冠町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例について、提案理由を申し上げます。新冠町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例について、別紙のとおり定めようとするものです。改正内容につきましては、

改正に伴う改め文及び新旧対照表での説明は省略させて頂き、お手元に配布

しております議案第６号資料により説明させて頂きますのでご覧願います。

はじめに改正の理由ですが、平成３０年４月より国民健康保険の運営は都道府県と市町

村が共に担うこととなっており、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する

法律の施行に伴い、新冠町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたもので

ございます。次に、改正の概要でございますが、表により説明いたします。表の上段左か

ら条名、見出し、改正の内容となっております。第２条 課税額でございますが、改

正内容は、国民健康保険税の課税目的を規定しておりますが、北海道へ納める国民健

康保険事業費納付金の納付のための費用へ充てることとし、基礎課税額、後期高齢者

支援金等課税額及び介護納付金課税額、それぞれの算定方法を改正する内容となって

ございます。それでは議案に戻りますので議案書２ページをご覧下さい。附則でございま

す。第１条 この条例は平成３０年４月１日から施行する。第２条 この条例による改正

後の新冠町国民健康保険税条例の規定は平成３０年度以後の年度分の国民健康保険税につ

26 
 



いて適用し、平成２９年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。以上

が、議案第６号の提案理由でございます。ご審議を賜り、提案の通りご決定くださいます

ようお願い申し上げます。 
○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、議案第６号に対する

質疑を行います。発言を許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですの

で、質疑を終結いたします。これより、本案に対する討論を行います。反対討論の発言を

許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、討論を終結いたしま

す。これより、議案第６号について採決を行います。お諮りいたします。本案は、原案の

とおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。全員挙手であります。よって、議案第

６号は、原案のとおり可決されました。 

 
◎日程第１９ 議案第７号 新冠町国民健康保険保険給付費支払準備基金条例の一 
             部を改正する条例について 

○議長（芳住革二君） 日程第１９ 議案第７号 新冠町国民健康保険保険給付費支払準

備基金条例の一部を改正する条例について を議題といたします。提案理由の説明を求め

ます。鷹觜保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鷹觜寧君） 議案第７号 新冠町国民健康保険保険給付費支払準備基金

条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。新冠町国民健康保険保険

給付費支払準備基金条例の一部を、次のように改正しようとするものでございます。この

度の改正は、平成３０年４月より国民健康保険の運営は市町村から都道府県が財政運営の

責任主体となり、保険給付費については北海道からの交付金により全額賄われることとな

り、保険給付費の支払い財源不足が生じることがなくなりますが、年度当初の保険給付費

支払い時のキャッシュフロー対応等の財政安定化のための基金設置については、国の通達

において認められておりますことから、基金の設置目的、処分の規定を改正しようとする

ものでございます。それでは、条例内容について新旧対照表によりご説明いたしますので

２ページをお開きください。条名 題名の改正でございますが、新冠町国民健康保険保険

給付費支払準備基金条例を新冠町国民健康保険財政安定化基金条例に改めるものでござい

ます。第１条 設置の規定ですが、基金名称中、保険給付費支払準備を財政安定化へ改め

るもの。第５条 処分の規定について、保険給付に要する費用の支払財源に不足を生じ、

その財源を充足する、を第１条に規定する基金設置の目的のため必要があると認める、へ

改めるものでございます。１ページへお戻り下さい。附則でございます。第１条この条例

は平成３０年４月１日から施行する。以上が 議案第７号の提案理由でございます。ご審

議を賜り、提案の通りご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、議案第７号に対する

質疑を行います。発言を許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですの

で、質疑を終結いたします。これより、本案に対する討論を行います。反対討論の発言を
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許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、討論を終結いたしま

す。これより、議案第７号について採決を行います。お諮りいたします本案は、原案のと

おり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。全員挙手であります。よって、議案第７

号は、原案のとおり可決されました。昼食のため暫時休憩いたします。再開は午後１時と

いたします。 

 

（１１時５９分） 

（１２時５９分） 
 
○議長（芳住革二君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
 

   ◎日程第２０ 議案第８号 新冠町下水道設置条例の一部を改正する条例について 
○議長（芳住革二君） 日程第２０ 議案第８号 新冠町下水道設置条例の一部を改正す

る条例について を議題といたします。提案理由の説明を求めます。関口建設水道課長。 

○建設水道課長（関口英一君） 議案第８号 新冠町下水道設置条例の一部を改正する条

例について、提案理由を申し上げます。この度の改正は、現在当町の下水道におきまして

は、処理場を建設せずに新ひだか町の静内終末処理場にて汚水を処理しております。現事

業認可は平成２９年度中の事業期間で終了となるために、事業認可計画の見直しに伴い今

回事業期間の延伸を目的に、新ひだか町との計画を併せまして事業認可を平成３４年度、

５年延伸とするものでございます。また、新ひだか町との計画の整合性が必要となること

から、事業期間を延伸することで基本的数値の人口と汚水量の見直しが必要となり、計画

人口の数値の変更が必要となったことにより改正するものでございます。なお、面積の変

更はございません。議案第８号 新冠町下水道設置条例の一部を改正する条例について 

新冠町下水道設置条例の一部を改正する条例を、以下のように定めようとするものです。

新冠町下水道設置条例の一部を改正する条例の内容につきまして、新旧対照表で説明申し

上げますので次ページをお開き下さい。新冠町下水道設置条例の一部を改正する条例 新

旧対照表 第３条 面積及び計画人口 第２号中の計画人口を３２４０人と改めるもので

ございます。前のページにお戻り下さい。附則としまして、この条例は平成３０年４月１

日から施行するものです。以上、議案第８号の提案理由でございます。ご審議を賜り、提

案どおりご決定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、議案第８号に対する

質疑を行います。発言を許可いたします。ありませんか。はい、伹野議員。 

○１１番（伹野裕之君） １１番伹野です。計画人口の部分で質問いたしますが、３２６

０を３２４０と少なく改めてますけども、当町は定住・移住政策で人口増を求めておりま

すけども、その部分に対応できるような許容範囲の計画人口なのでしょうか。 

○議長（芳住革二君） はい、関口建設水道課長。 
○建設水道課長（関口英一君） この度の見直しの業務、新ひだか町と一緒にやってるん
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ですが、人口の見直しにつきましては、全国的な過去１０年間の数値を推移に将来水域を

決めていくものでありまして、その数字に基づいたこの度の数字となっております。 

○議長（芳住革二君） ほかにありませんか。はい、伹野議員。 
○１１番（伹野裕之君） 今の説明は理解できるんですけども、計画人口を超えた場合に

関しましては、その部分問題ないということでよろしいでしょうか。 

○議長（芳住革二君） はい、関口建設水道課長。 
○建設水道課長（関口英一君） その状況になった時は問題ないということでよろしいで

す。 

○議長（芳住革二君） ほかにありませんか。（なしの声あり）ないようですので、質疑を

終結いたします。これより、本案に対する討論を行います。反対討論の発言を許可いたし

ます。ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、討論を終結いたします。これよ

り、議案第８号について採決を行います。お諮りいたします。本案は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の挙手を求めます。全員挙手であります。よって、議案第８号は、原

案のとおり可決されました。 

 
◎日程第２１ 議案第９号 指定管理者の指定について 

○議長（芳住革二君） 日程第２１ 議案第９号 指定管理者の指定についえ を議題と

いたします。提案理由の説明を求めます。山谷老人ホーム所長。 
○老人ホーム所長（山谷貴君） 議案第９号 指定管理者の指定について、提案理由を説

明いたします。指定管理者の指定について、次のとおり指定管理者を指定したいので、地

方自治法第２４４条の２第６項及び新冠町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例第６条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。新冠町デイサービス

センターの管理運営につきましては、平成２１年度から指定管理者制度を導入し、平成３

０年３月３１日までの３期９年間、社会福祉法人新冠ほくと園を指定管理者に指定してお

ります。今回４期目となります平成３０年度から平成３２年度までの指定管理者を指定す

るにあたり、新冠町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、申請

資格要件を町内の社会福祉法人として公募いたしました。その結果、１法人から申請があ

りましたので本年２月７日に新冠町指定管理者選定委員会を開催し、申請者へのヒアリン

グを実施、審査を行いその結果を踏まえて次の者を新冠町デイサービスセンターの指定管

理者として提案するものでございます。１ 公の施設の名称 新冠町デイサービスセンタ

ー。２ 指定管理者となる団体の名称 新冠郡新冠町字節婦町１０４番地 社会福祉法人 

新冠ほくと園 理事長 前山佳弘。３ 指定期間 平成３０年４月１日から平成３３年３

月３１日までの３年間でございます。以上が、議案第９号の提案理由でございます。ご審

議を賜り、提案どおりご決定くださいますようよろしくお願いいたします。 
○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。提案理由の説明が終わりました。

これより、議案第９号に対する質疑を行います。発言を許可いたします。ありませんか。（な
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しの声あり）ないようですので、質疑を終結いたします。これより、討論を行います。反

対討論の発言を許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、討論

を終結いたします。これより、本案に対する採決を行います。お諮りいたします。議案第

９号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。全員挙手であります。

よって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 
 

◎日程第２２ 議案第１０号 平成２９年度新冠町一般会計補正予算 
○議長（芳住革二君） 日程第２２ 議案第１０号 平成２９年度新冠町一般会計補正予

算 を議題といたします。提案理由の説明を求めます。坂本総務課長。 
○総務課長（坂本隆二君） 議案第１０号 平成２９年度新冠町一般会計補正予算につい

て、提案理由を申し上げます。次のページをお開きください。平成２９年度新冠町一般会

計補正予算 この度は第５回目の補正となります。歳入歳出予算の補正 第１条 既定の

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４７万６０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ５０億９３９７万５０００円にしようとするものであります。この度の補正

の主な内容は、各事業における執行残の減額のほか、介護給付費の減による日高中部広域

連合負担金の減、入所者の入院等による収入の減少に伴う介護サービス特別会計への繰出

金の増、設置基数の減少に伴う合併処理浄化槽設置整備事業補助金の減、診療収入の減に

伴う国保診療所特別会計繰出金の増、委託料等の入札執行減に伴う日高中部衛生施設組合

負担金の減、農業支援員の新規採用がなかったことによる農業支援員報償等の減、交付対

象者の所得制限等による旧青年就農給付金の農業次世代人材投資資金の減、法面崩落に伴

う林道維持補修等工事の増、温泉施設に係る指定管理料の追加、教員住宅新築工事に係る

入札執行減、入園児の増加に伴う認定こども園給食業務委託料の増が主なものとなってお

ります。繰越明許費の設定及び地方債の補正がありますので、４ページをお開き願います。

第２表 繰越明許費の設定です。５款 農林水産業費 ２項 林業費 普通林道八木線流末排

水処理工事 ですが、平成２８年度の大雨災害により被災したと思われる法面の崩落があり

ましたが、道路の影となっていたことから最近まで発見が遅れ、今後雪解けにより崩落が

進行することが予想されるため早急な復旧工事が必要となりますが、今年度中の工事完了

が見込めないことから繰越明許とするものであります。第３表 地方債の補正 変更です。

教員住宅新築事業 中央町に建設をいたしました新冠小学校の校長・教頭住宅の新築に係

る過疎債で、限度額３１２０万円を変更後３８０万円減の２７４０万円に変更しようとす

るもので、事業費確定による減額であります。起債の方法、利率、償還の方法につきまし

ては、補正前と同様であります。事項別明細書の歳出から説明いたしますので、１２ペー

ジをお開き願います。２款 総務費 １項 総務管理費 ４目 町有林造成管理費 １３７万７００

０円の減。１５節 工事請負費 ４７万１０００円の減は、森林整備事業に係る入札執行残。

１６節 原材料費 ９０万６０００円の減は、森林整備事業の植栽に係る苗木代ですが、実

測の結果、埴栽面積が減少したことから減額するものであります。５目 企画費 １２３万
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４０００円の追加、１１節 需用費 ８８万４０００円の追加、消耗品費 １８万４０００円

の追加は、コミュニティーバスのタイヤの摩耗が予想より早く、急きょ購入したことによ

る消耗品費の増額。燃料費 ７０万円の追加は、コミュニティーバスの運行に係る燃料単価

の高騰及び予約運行便の運行率の上昇による燃料費の増額。１３節 委託料 は、予約運行

便の運行率の上昇により不足する委託料の追加。７目 交通安全対策費 ４９万７０００円

の減、８節 報償費 ３万６０００円の減は、交通災害共済加入促進報償費において、当初

２７００人の見込みに対し、８９４人減の１８０６人の実績となったことから減額するも

の。１１節 需用費 １９万円の減、１２節 役務費 ２万９０００円の減、２７節 公課費 ２
万５０００円の減は、いずれも、今年度故障が頻発する交通安全車両を急きょ更新したこ

とによる旧車両に係る車検費用等の減額です。１８節 備品購入費 ２１万７０００円の減

は、車両購入に伴う入札執行残。１１目 ふるさとづくり基金費 ２１７万円の追加は、２

法人、８個人からのふるさとづくり指定寄附金を基金に積立するもの。１３ページに移り

ます。２項 徴税費 １目 税務総務費 補正額はありませんが、国保税の収納率向上対策に

係る経費に対し、国保調整交付金が国保会計に交付されるものですが、対象経費の一部を

一般会計より支出していることから８４万７０００円を一般財源からその他の特定財源に

振り替えるものであります。３項 戸籍住民基本台帳費 １目 戸籍住民基本台帳費 ６０万

３０００円の減は、個人番号カード交付事業に係る不要額で、当初、前年度繰り越しを併

せ１０８万９０００円の予算に対し、実績見込４８万６０００円となり６０万３０００円

を減額するもの。３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費 ２２０万６０００

円の減、１１節 需用費 ６万１０００円の減は、戦没者追悼式に係る事業確定に伴う消耗

品費の減。１９節 負担金補助及び交付金 ６３万１０００円の追加は、要介護者が段差解

消や手すりの設置等の住宅改修を行う費用に対し、社会福祉振興補助金を交付するもので、

この度、１件の申請があった事から補助するものであります。２０節 扶助費 １５８万７

０００円の減、重度身体障害者日常生活用具給付費 ６１万５０００円の減は、障害を負っ

た事により、日常生活上必要とされるストマ・紙おむつ・介護支援用具等に対し、９割負

担するもので、申請件数の減に伴う減額。更正医療給付費 ２９２万６０００円の減、更正

医療は、障害者の社会活動への参加を援助するために行われる医療で、人工透析や腎臓、

肝臓機能障害などに係る医療が対象となるものですが、１名の対象者が生活保護の廃止に

より公費負担額が減少となったことから減額となるものであります。介護給付費等支給費 
４９９万円の追加、障害者総合支援法に基づき提供される介護給付費において、件数及び

回数は減少しておりますが、障害福祉サービス事業所の体制整備等による報酬区分変更及

び法改正に伴う加算増により給付費が増となるもの。障害児通所給付費等支給費 ２４０万

５０００円の減は、障害者通所事業の利用者の利用回数の減少に伴い減額するもの。療養

介護医療給付費 ６３万１０００円の減は、対象者１名の減により利用回数が減少となった

事から減額するもの。２８節 繰出金 １１８万９０００円の減は、国民健康保険特別会計

で説明をいたします。１４ページに移ります。２目 老人福祉費 ２７１万円の追加。１２
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節 役務費 １０万２０００円の減は、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、回収

箱での回収により郵便料が減となったもの。１３節 委託料 ６０万円の減は、ふれあい夕

食の利用者は変わりませんが、利用回数が減少したことにより減額となったもので、当初、

日平均２９．５食、１万７６８食を見込んでいたものが、平均２７．１食の９９０８食と

８６０食の減となったもの。１９節 負担金補助及び交付金 ２５９万４０００円の減。日

高中部広域連合負担金 ２２０万６０００円の減は、主に介護給付費の減によるもの。高齢

者等買い物支援事業補助金 ３８万８０００円の減は、らくらくにいかっぷ運営協議会への

運営補助において主に人件費に係る経費の減額。２８節 繰出金 ６００万６０００円の追

加は、介護サービス特別会計で説明します。５目 老人福祉施設費 ２４万６０００円の減。

１１節 需用費 ４５万４０００円の追加は、高齢者共同生活施設あいあい荘における燃料

費で、使用料の増及び単価高騰による増額。１３節 委託料 ７０万円の減は、あいあい荘

の給食委託料で、入居者の長期入院に加え全体の食数の減少に伴う減額であります。２項 
児童福祉費 １目 児童措置費 ２２０万円の減は、児童手当支給対象者の減少に伴う減額。

２目 児童福祉施設費 ８０万円の追加は、マーガレット認定こども園・静内幼稚園等の私

立の教育・保育施設に通う児童の保護者に対し市町村が支払う施設型給付費で、施設利用

児童数の増加及び公定価格の改定に伴う増額です。１５ページに移ります。４款 衛生費 １
項 保健衛生費 １目 保健衛生総務費 １３３万７０００円の減は、不妊治療費において、

申請人数は増加しましたが、１人複数回の治療が少なく申請件数が当初予定より減少とな

ったことから減額するものであります。２目 予防費 ２８０万８０００円の減。１３節 委
託料 ２３４万５０００円の減、妊婦検診委託料 １３６万３０００円の減は、受診者数の

減少による減額。当初４０名の予定に対し３８名となる見込み。予防接種委託料 ９８万２

０００円の減は、接種者数の減少による減額。１９節 負担金補助及び交付金 ４６万３０

００円の減は、妊婦検診交通費助成金 で受診者数の減少に伴う減額。当初４０名の予定に

対し３８名となる見込み。３目 環境衛生費 ８５万２０００円の減。１３節 委託料 ２万

３０００円の減は、町民センター高圧受電設備に係る ＰＣＢ廃棄物処理委託料 で、入札

執行残であります。１８節 備品購入費 １７８万２０００円の追加は、火葬場にある小動

物火葬台車の老朽化に伴う更新であります。１９節 負担金補助及び交付金 ２６１万１０

００円の減は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金 で当初１０基分を見込んでおりました

が、決算見込み５基となるものであります。４目 診療所費 ７５９万１０００円の追加は、

国民健康保険診療所特別会計で説明いたします。２項 清掃費 １目 清掃総務費 ７７６万

５０００円の減は、日高中部衛生組合負担金 で事業完了に伴う執行残ですが、主に委託料

等の入札執行残となっております。１６ページに移ります。５款 農林水産業費 １項 農業

費 ２目 農業総務費 ７１８万６０００円の減。８節 報償費 ２２６万１０００円の減は、

当初２名分の農業支援員報償費を計上しておりましたが、新規採用に至らなかったため１

名分を減額するものであります。９節 旅費 ５万９０００円の減、１１節 需用費 ６万２

０００円の減は、いずれも事業完了に伴う執行残の減額。１２節 役務費 １４万６０００
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円の減は、農業支援員募集に係る広告料で有料サイトから無料サイトへ変更したことによ

り減額するもの。１４節 使用料及び賃借料 ３６万円の減は、農業支援員１名分の車両借

上げ料の減額。１９節 負担金補助及び交付金 ４２９万８０００円の減。農業支援員活動

補助金 ６８万円の減は農業支援員１名分の減。地域担い手育成総合支援協議会補助金 ４
３万２０００円の減は、事業完了に伴う執行残の減額。農業次世代人材投資資金 ３１８万

６０００円の減は、旧青年就農給付金で交付対象者の所得制限等により減額となったもの

であります。４目 畜産業費 ５７万４０００円の減は、１９節 負担金補助及び交付金 で、

受精卵移植事業補助金 １２万４０００円の減は、当初対比採卵２頭、移植２２頭の減によ

るもの。軽種馬市場上場促進事業補助金 ４５万円の減は、補助対象頭数は増加したものの、

補助単価の高い５０日以上の頭数が減少したことによる減額。１７ページに移ります。２

項 林業費 １目 林業振興費 ２８万３０００円の減は、１９節 負担金補助及び交付金 で
狩猟用具購入費補助金 として、当初３名分６０万円を見込んでおりましたが、実績で２名、

３１万６８００円となり不要額を減額するもの。２目 林道費 ２８７万９０００円の追加。

１３節 委託料 １０万５０００円の減、林道路側草刈り業務委託料 ７万２０００円の減は、

平成２８年度の災害における一部洗堀により草刈りできない箇所があったことから減額す

るもの。林道境界復元測量業務委託料 ３万３０００円の減は、入札執行残。１４節 使用

料及び賃借料 ５４万７０００円の減は、重機借上料 の執行残ですが、普通林道八木線の

排水施設改修を実施予定のため調査したところ、法面崩落が見つかり併せて工事請負費と

して実施することとしたため執行残となったものであります。１５節 工事請負費 ３５３

万１０００円の追加は普通林道八木線流末排水処理工事で、平成２８年度の大雨災害によ

り被災したと思われる法面の崩落がありましたが、道路の影となっていたことから最近ま

で発見が遅れ、今後雪解けにより崩落が進行することが予想されるため早急な復旧工事が

必要となるものですが、これに併せ排水施設改修も実施するものです。なお、今年度中の

工事完了が見込めないことから繰越明許としております。３目 治山費 ２０万５０００円

の減は、森永の沢小規模治山工事 に係る入札執行残。６款 商工費 １項 商工費 １目 商
工業振興費 １０２万１０００円の減は、商工会職員の人件費の減に伴う補助金の減額。２

目 観光費 １１１１万３０００円の追加は、新冠温泉に係る指定管理料の追加。入浴部門

に係る収支の差額５８８万９０００円のほか、無料送迎シャトルバスの運行に係る経費５

２２万４０００円を指定管理料として増額するものであります。１８ページに移ります。

７款 土木費 １項 道路橋梁費 ３目 道路新設改良費 ７１万４０００円の減は、入札執行

残。３項 住宅費 １目 住宅管理費 ３３万５０００円の減、町営住宅周辺整備工事 １７万

３０００円の減、町営住宅公園遊具更新工事 １６万２０００円の減は、いずれも入札執行

残。８款 消防費 １項 消防費 １目 常備消防費 １８５万３０００円の減は、１９節 負担

金補助及び交付金 で、日高中部消防組合本部経費負担金 １８万７０００円の追加は、違

算による人件費の追加。支署経費負担金 ２０４万円の減は、事業費確定に伴う執行残。１

９ページに移ります。９款 教育費 １項 教育総務費 ３目 住宅費 ２４０万８０００円の
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減は、１５節 工事請負費 で教員住宅新築工事に係る入札執行残。４目 児童生徒輸送費 ２
６万９０００円の追加は、１１節 需用費 でスクールバスの燃料単価高騰による増額。２

項 小学校費 １目 学校管理費 １１６万４０００円の追加。１５節 工事請負費 ３２万４

０００円の減は、新冠小学校プレイルームに係る教室整備工事の入札執行残。１８節 備品

購入費 １４８万８０００円の追加は、平成３０年度から新冠小学校において普通学級１ク

ラス、朝日小学校で特別支援学級１クラスが増えることから、関連する備品を購入するも

ので、給食用備品は配膳台、食缶、コンテナ等の購入。学校管理用備品は児童用机、椅子、

プロジェクター、書画カメラ、スクリーン、パーテーション等を購入するものであります。

２目 教育振興費 ３７万１０００円の減は、２９節 扶助費 で、特別支援教育就学奨励費 
８万７０００円の減は、対象児童が準要保護での支給となったこと及び給食費が減額とな

ったことによる減。要保護準要保護児童学用品費 ２７万円の追加は、平成３０年度新入学

予定者に対する入学用品費の支給にあたり、国庫補助単価の増額による不足分を追加する

もの。要保護準要保護児童給食費 ５５万４０００円の減は、対象児童の転出及び収入増加

に伴う非該当となったことに伴う対象者の減に加え給食費の減額によるものです。３項 中
学校費 ２目 教育振興費 ９万５０００円の減は、２０節 扶助費 で、要保護準要保護生徒

学用品費 ５万５０００円の追加は、国庫補助単価の増額による不足分の追加。要保護準要

保護生徒給食費 １５万円の減は、対象生徒の転出、保護者の収入増加に伴い非該当となっ

たことによるものであります。２０ページに移ります。４項 認定こども園費 １目 認定こ

ども園費 ４６７万３０００円の追加。１１節 需用費 １１０万５０００円の追加は、園児

及び職員の増加により電気、水道使用料の増加に伴い不足が生じることから増額するもの。

１３節 委託料 ２４８万５０００円の追加は、園児及び職員の増加により食数の増加に伴

い増額するもの。１８節 備品購入費 １０８万３０００円の追加は、先に１法人から、こ

ども園に指定寄付のあった１００万円を活用し日よけスクリーン、縄跳びポールセット、

ワイヤレスアンプ・チューナー・マイクセット等を購入するもの。５項 社会教育費 ４目 青
少年育成費 ５３万２０００円の減は、１３節 委託料 で、少年国内研修交流事業に係る参

加人員の減に伴う減額で、当初２０名の予定が１３名となっております。５目 郷土資料館

費 補正額はありませんが、新冠百話の財源として道の地域づくり総合交付金１４８万５０

００円を見込んでおりましたが、事業費の減により交付額が減額となり、８０万円となっ

たことから国道支出金が６８万５０００円減少し、一般財源を増額したものであります。

６項 保健体育費 ２目 体育施設費 ３８万９０００円の追加は、１１節 需用費 でスポー

ツセンターのトレーニングルームに設置しているランニングマシーン４台中２台に故障が

発生していることから修理するものであります。次に、歳入について説明をいたしますの

で、７ページをお開き下さい。１１款 分担金及び負担金 １項 負担金 ２目 教育費負担金 
１０２万９０００円の減は、北海道が平成２９年度から実施する多子世帯保育料軽減支援

事業に伴う認定こども園に係る保育料の減額です。１２款 使用料及び手数料 ２項 手数料 
２目 民生手数料 ３０万円の減は、ふれあい夕食事業に係る手数料で、食数の減によるも
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の。１３款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 民生費国庫負担金 ３５万２０００円の追

加。１節 社会福祉費国庫負担金 １６６万１０００円の追加。国民健康保険基盤安定費負

担金 ３１万９０００円の減は、国保税の軽減分について一般会計からの繰り入れに対し、

保険者支援分として繰入額の２分の１を国が負担するもので、事業費確定に伴う減額。介

護給付・訓練等給付費負担金 ３１０万７０００円の追加は、障害者総合支援法に基づいて

提供される障害者福祉サービスに係る国庫負担金で、利用者負担額を除いた額に２分の１

を国が負担するもので、障害福祉サービス事業所の体制整備等による報酬区分変更及び法

改正に伴う加算増により増額となるもの。障害児通所給付費等負担金 １１２万７０００円

の減は、主に新冠町こども発達支援センターあおぞらの行う障害児通所支援事業に係る国

庫負担金で、２分の１を国が負担するもので利用回数の減による減額です。２節 児童福祉

費国庫負担金 １３０万９０００円の減、児童手当国庫負担金 １４７万７０００円の減は、

支給対象児童の減少による減額。施設型給付費国庫負担金 １６万８０００円の追加は、私

立の教育・保育施設に通う児童の保護者に対し、市町村が支払う施設型給付費に対する国

庫補助で、利用児童数の増加及び公定価格の改定に伴う増額であります。８ページに移り

ます。２項 国庫補助金 １目 総務費国庫補助金 ６０万３０００円の減は、個人番号カー

ド交付事業に係る補助金で、事業費確定に伴い減額するもの。３目 衛生費国庫補助金 ６
１万６０００円の減は、合併処理浄化槽設置に対する国庫補助金で、設置基数の減少に伴

う減額であります。５目 教育費国庫補助金 ３万５０００円の減は、児童に係る就学援助

費及び特別支援教育就学奨励費補助金で、事業費の確定に伴う減額。３項 国庫委託金 １
目 総務費国庫委託金 ２万４０００円の追加は、中長期在留者住居地届出等事務委託費交

付金で、在留外国人の届出等に係る事務費として届出件数の実績により交付されるもので、

件数の増加に伴うもの。９ページに移ります。１４款 道支出金 １項 道負担金 １目 民生

費道負担金 ８４万１０００円の減。１節 社会福祉費道負担金 ４９万８０００円の減。国

民健康保険基盤安定費負担金 ５７万２０００円の減は、国保税の軽減分について、一般会計か

らの繰り入れに対し保険者支援分として繰入額の４分の１を、また保険税軽減分として４分の

３を道が負担するもので、事業費確定に伴う減額。自立支援医療費更正医療負担金 ７３万円

の減は、障害者の社会活動への参加を援助するために行われる医療に対し、対象経費の４

分の１を道が負担するもので、１名の対象者が生活保護の廃止により公費負担額が減少と

なったことから減額となるもの。介護給付・訓練等給付費負担金 １５２万６０００円の追

加は、障害者総合支援法に基づいて提供される障害者福祉サービスに係る道負担金で、４

分の１を道が負担するもの。障害福祉サービス事業所の体制整備等による報酬区分変更及

び法改正に伴う加算増により増額となるもの。障害児通所給付費等負担金 ５６万４０００

円の減は、主に新冠町こども発達支援センターあおぞらの行う障害児通所支援事業に対し、

４分の１を道が負担するもので利用回数の減に伴う減額。自立支援医療療養介護医療負担

金 １５万８０００円の減は、対象者１名の減により利用回数が減少となったことから減額

するもの。２節 児童福祉費道負担金 ３４万３０００円の減、児童手当道負担金 ４２万７
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０００円の減は、支給対象児童の減少に伴う減額。施設型給付費道負担金 ８万４０００円

の追加は、私立の教育・保育施設に通う児童の保護者に対し、市町村が支払う施設型給付

費に対する道補助で、利用児童数の増加及び公定価格の改定に伴う増額です。２項 道補助

金 １目 総務費道補助金 １７８万３０００円の減は、町有林の除伐や間伐、人工造林及び

下刈に対する道補助金ですが、入札減に伴う減額。２目 民生費道補助金 ２１２万３００

０円の追加は、２節 児童福祉費道補助金 で、施設型給付費道補助金 １２万円の追加は、

私立の教育・保育施設に通う児童の保護者に対し、市町村が支払う施設型給付費に対する

道補助金で、利用児童数の増加及び公定価格の改定に伴う増額です。多子世帯保育料軽減

支援事業道補助金 ２００万３０００円の追加は、平成２９年度から北海道の独自施策とし

て子育て世代の経済的負担軽減及び安心して子育てできる環境づくりを目的に３歳未満児

に対する第２子以降の保育料を無償化するもので、国の基準による利用者負担額の２分の

１が補助されるもの。対象児童２０名分として２００万３０００円が交付されるものであ

ります。３目 衛生費道補助金 ２６万７０００円の追加は、妊婦健診交通費助成事業及び

出産時宿泊費助成事業に対し、道補助金が交付されることから追加するもの。４目 農林水

産業費道補助金 ３２９万５０００円の減。１節 農業費道補助金 ３１８万６０００円の減

は、旧青年就農給付金の農業次世代人材投資事業道補助金で、交付対象者の所得制限等に

より減額となるもの。２節 林業費道補助金 １０万９０００円の減は、小規模治山事業補

助金で入札減に伴う事業費の減により減額するもの。５目 教育費道補助金 ６８万５００

０円の減は、新冠百話作成に係る地域づくり総合交付金で、入札による事業費の減により

交付額が減額となるもの。１０ページに移ります。１５款 財産収入 １項 財産運用収入 １
目 財産貸付収入 ３６万円の減は、農業支援員住宅貸付収入で、新規採用がなかったこと

から１名分を減額するもの。１６款 寄附金 １項 寄附金 ２目 指定寄附金 ２１７万円の

追加は、２法人、８個人から２１７万円の寄付があり、これをふるさとづくり基金に積立

てるものであります。１７款 繰入金 １項 基金繰入金 １目 ふるさとづくり基金繰入金 
１００万円の追加は、１法人から認定こども園に特定寄付のあった１００万円をこども園

の備品購入費に充てるため繰入するもの。３目 財政調整基金繰入金 ６５０万５０００円

の追加は、歳出の財源調整のため繰り入れるもの。１１ページに移ります。１９款 諸収入 
４項 雑入 ５目 雑入 ３８万１０００円の追加。高齢者共同生活施設個人負担金 ７０万円

の減は、あいあい荘の給食費で、入居者の長期入院に加え、全体の食数の減少に伴う減額

であります。国民健康保険被保険者分担金 ５５万６０００円の追加は、国保被保険者のう

ち６５歳以上でインフルエンザ及び肺炎球菌ワクチンを接種した方の接種費用の分担金で、

インフルエンザ１７４人分４７万１１４０円、肺炎球菌１６人分８万５０００円を追加す

るものであります。後期高齢者医療広域連合すこやか推進事業補助金 ２５万円の追加は、

後期高齢者医療の被保険者に係るがん検診及びインフルエンザワクチン予防接種費用に対

し広域連合より補助されるもので、事業確定に伴い追加するもの。少年国内研修個人負担

金 １０万５０００円の減は、参加者の減に伴う減額。新冠町子ども発達支援センター構成
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町負担金 １３０万９０００円の追加は、あおぞらの利用者の減少に伴い、構成町である日

高町の負担金が増額となるもの。障害児通所支援事業給付費収入 １７７万６０００円の減

は、あおぞらの利用者の減少に伴い、国保連からの給付費が減額となるもの。国民健康保

険税収納率向上対策事業費用負担金 ８４万７０００円の追加は、国保税の収納率向上対策

に係る経費に対し、国保調整交付金が国保会計に交付されるものですが、対象経費の一部

を一般会計より支出していることから国保会計より振り替えるものであります。５項 受託

事業収入 １目 受託事業収入 ４万９０００円の追加は、広域連合から委託される予防訪問

サービス及び通所サービス等に係る受託事業収入で、利用の減少に伴う増額であります。

２０款 町債 １項 町債 ６目 教育債 ３８０万円の減は、新冠小学校教員住宅の新築に係

る過疎債で、入札執行に伴う減額であります。以上、議案第１０号 平成２９年度新冠町

一般会計補正予算 の提案内容を説明いたしました。ご審議を賜り、原案どおりご決定い

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、本案に対する質疑を

行います。発言は、歳出は項ごとに、歳入はページごとに一括質疑で行いますので、内容

を取りまとめ簡潔に行うようお願いいたします。なお、質疑は歳出から行いますので、１

２ページをお開き下さい。１２ページ。２款 総務費 １項 総務管理費 ありませんか。（な

しの声あり）ないようですので、１３ページ。２項 徴税費 ありませんか。（なしの声あり）

ないようですので、同ページ。３項 戸籍住民基本台帳費 ありませんか。（なしの声あり）

ないようですので、同ページから１４ページ。３款 民生費 １項 社会福祉費 ありません

か。（なしの声あり）ないようですので、１４ページ。２項 児童福祉費 ありませんか。（な

しの声あり）ないようですので、１５ページ。４款 衛生費 １項 保健衛生費 ありません

か。（なしの声あり）ないようですので、同ページ。２項 清掃費 ありませんか。（なしの

声あり）ないようですので、１６ページ。５款 農林水産業費 １項 農業費 ありませんか。

（なしの声あり）ないようですので、１７ページ。２項 林業費 ありませんか。（なしの声

あり）ないようですので、同ページ。６款 商工費 １項 商工費 ありませんか。はい、秋 

山議員。 

○９番（秋山三津男君） ２目 観光費 ちょっとお聞きしたいのですが、ただいま説明を

受けたのですが、もう少し具体的に委託料１０００万円以上の増額となってますので、委

託料の中身もう少し具体的にお聞かせください。 

○議長（芳住革二君） はい、原田企画課長。 
○企画課長（原田和人君） 温泉の指定管理料でございますが、入浴部門の収支を補う経

費といたしまして５８８万９０００円となってございます。こちらの方につきましては、

平成２６年から指定管理料の見直しをしてございまして、入浴部門、温泉の部分の収支不

足額につきまして、燃料費の高騰もありまして収支が賄えないといったことから、その経

費に対して指定管理料ということで実績を考慮いたしまして、この年度末ということで２

６年から補正で対応しているところでございます。現行の収入から経費、温泉部門の方を
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見通しまして不足額ということで支出しているものでございます。主には重油の経費相当

分ということでございます。また、もう一方のシャトルバスの経費につきましては、５２

２万４０００円を要求計上しているところでございまして、こちらの方につきましては、

温泉の入浴送迎用のシャトルバスにつきまして、高齢者をはじめとしたいわゆる交通弱者

に対する温泉利用のサービスということで運行している訳でございますが、基本的にシャ

トルバスというのは町が行うものですよということで、温泉のオープン当初運行経費につ

きまして、委託料という形で温泉の方に町費で負担してきた訳でございますが、開設当初

温泉も経営的に順調だったということもありまして、この部分につきましては平成１４年

をもって、一旦町の負担を取り止めたところでございます。しかしながら、昨今の温泉を

取り巻く経営環境というものは厳しいものがございますので、こういった負担経費につき

まして、あくまでも町で行うサービスですよという観点のもと、今年度から町費をもって

温泉の方に経費を負担したいということで計上しているものでございます。 

○議長（芳住革二君） はい、秋山議員。 
○９番（秋山三津男君） 今まで送迎のバスの運行に関しては、町自体が出していなかっ

たのでその分改めて元に戻して出すということで、今後もそのままいくということですよ

ね。わかりました。 

○議長（芳住革二君） 答弁いいですか。はい、ほかありませんか。（なしの声あり）ない

ようですので、１８ページ。７款 土木費 １項 道路橋梁費 ありませんか。（なしの声あり）

ないようですので、同ページ。３項 住宅費 ありませんか。（なしの声あり）ないようです

ので、同ページ。８款 消防費 １項 消防費 ありませんか。（なしの声あり）ないようです

ので、１９ページ。９款 教育費 １項 教育総務費 ありませんか。（なしの声あり）ないよ

うですので、同ページ。２項 小学校費 ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、

同ページ。３項 中学校費 ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、２０ページ。

４項 認定こども園費ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、同ページ。５項 社

会教育費 ありませんか。はい、荒木議員。 

○５番（荒木正光君） ５番荒木です。青少年育成費の少年国内交流事業５３万２０００

円について、お聞きをいたします。２月２８日開催された報告会に参加をさせていただき

ました。児童だとか生徒、それからボランティアの発表を聞いて素晴らしい事業だなとい

うふうに感銘をしたところでございますけども、昨年の９月教育長から定例会で行政報告

をされた部分もありますけども、２０名の定員中結局１３名であったという部分でありま

すけども、その１３名であった要因というかその分析はされておりますか。 

○議長（芳住革二君） はい、湊社会教育課長。 

○社会教育課長（湊昌行君） 今回の少年国内研修交流事業でございますが、１３名とな

った要因でございますけども、大きくは中学生の参加が非常に少なかったということが１

つの要因でございます。しかしながら、これを分析していきますと実は例年学年単位で見

ますと、約半数の方が２箇年にわたって国内研修に参加している状況にございました。今
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回の中学校１年生につきましては、小学校６年生の時に１７名の参加がありましたので今

回２名合わせまして１９名という状況におきまして、そういう学年間の隔たりがあったの

ではないかということが１点考えられます。その他にアンケート調査、どうして参加しな

かったのだろうかということでアンケート調査をこなかった保護者、それから児童、生徒

宛てに実施してございます。その結果の中で、小学生の中で１番多かった回答が来年度中

学生になったら行くという予定の方が、全体の３０％程おりました。その他に理由や要望

がないといったような回答もございます。ただなんとなくといった回答でございます。中

学生につきましては、習い事や家庭の用事と重なるというのが１番多かった回答でござい

ました。それから、残念なことに研修に興味がないというような回答もございました。こ

のことを踏まえまして、次年度につきましては、やはりこの魅力を伝えることのＰＲが不

足しているのではないかということを考えまして、この研修の意味をわかってもらえるよ

うな周知ですとかそういうことを工夫してまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（芳住革二君） ほかにありませんか。（なしの声あり）ないようですので、同ペー

ジ。６項 保健体育費 ありませんか。はい、伹野議員。 

○１１番（伹野裕之君） １１番伹野です。修繕費の部分なんですけども、ランニングマ

シーン２台を修理したということですけれども、そのランニングマシーンは１台いくらで

購入して、何年使用したものなのかわかればお願いします。 

○議長（芳住革二君） はい、湊社会教育課長。 

○社会教育課長（湊昌行君） 今回修理するものですけども、１台目が平成１９年に購入

したランニングマシーンでございまして、金額につきましては１１５万５０００円でござ

います。もう１台のマシーンが平成２３年に購入しているもので、１台あたり１１７万７

５０円というような機械でございます。今回修理するのはランニングマシーンのベルト部

分、それが昇り口のところのカバーと接触することがございまして、そういう部分につい

てはやはり使用の経年劣化というようなことでございます。それを今後修理したいという

ふうに考えてございます。 

○議長（芳住革二君） ほかにありませんか。はい、伹野議員。 
○１１番（伹野裕之君） 今の説明でしたら、ベルトの部分ですからそれは消耗品の扱い

としての修繕という考えでよろしいでしょうか。消耗品を修繕したという形でよろしいん

でしょうか。 

○議長（芳住革二君） はい、湊社会教育課長。 

○社会教育課長（湊昌行君） 消耗品ではなくて機械そのもの、ベルトとそれに係るカバ

ーの部分を交換する形になりますので、交換ということで修繕という要求をさせていただ

いております。 

○議長（芳住革二君） ほかにありませんか。（なしの声あり）ないようですので、歳入

に入ります。戻って、７ページをお開き下さい。質疑はページごとに一括して行います。

７ページ。１１款 分担金及び負担金、１２款 使用料及び手数料、１３款 国庫支出金 １
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項 国庫負担金 ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、８ページ。１３款 国

庫支出金 ２項 国庫補助金 及び ３項 国庫委託金 ありませんか。（なしの声あり）ないよ

うですので、９ページ。１４款 道支出金 １項 道負担金 及び ２項 道補助金 ありません

か。（なしの声あり）ないようですので、１０ページ。１５款 財産収入、１６款 寄附金、

１７款 繰入金 ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、１１ページ。１９款 諸

収入 ４項 雑入 及び５項 受託事業収入、２０款 町債 ありませんか。（なしの声あり）な

いようですので、歳入・歳出の全般にわたって、質疑ありませんか。（なしの声あり）ない

ようですので、これにて質疑を終結いたします。これより、本案に対する討論を行ないま

す。反対討論の発言を許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、

討論を終結いたします。これより議案第１０号について、採決を行ないます。お諮りいた

します。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。全員挙手であ

ります。よって、議案第１０号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第２３ 議案第１１号 平成２９年度新冠町国民健康保険特別会計事業勘定 
補正予算 

○議長（芳住革二君） 日程第２３ 議案第１１号 平成２９年度新冠町国民健康保険特

別会計事業勘定補正予算 を議題といたします。提案理由の説明を求めます。鷹觜保健福

祉課長。 
○保健福祉課長（鷹觜寧君） 議案第１１号 平成２９年度新冠町国民健康保険特別会計

事業勘定補正予算につきまして、提案理由をご説明いたします。１ページをお開き下さい。

今回の補正は３回目でございます。平成２９年度新冠町国民健康保険特別会計事業勘定補

正予算を次のとおり定めようとするものでございます。歳入歳出予算の補正 第１条 既

定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７８２万６０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ９億２３７９万５０００円とするものでございます。今回の補正は、

歳出におきまして国保税の収納率向上対策として、一般会計へ負担する補正及び医療給付

費の追加、並びに国保連合会等への各負担金の確定による補正。歳入におきましても国や

道の調整交付金や国保連合会の共同事業費の確定等による補正となってございます。最初

に歳出から説明いたしますので、９ページをお開き下さい。歳出 １款 総務費 １項 総務

管理費 １目 一般管理費 ８４万７０００円の追加でございます。一般会計で負担しており

ます町税収納費用のうち国保税に係る費用を負担するものでございます。２款 保険給付費  
１項 療養諸費 １目 一般被保険者療養給付費 ６３７万２０００円の追加でございますが、

一般被保険者の療養給付費におきまして当初予算では１人あたり医療費２２万２０００円

を計上しておりましたが、決算見込みでは２４万２０００円を見込みますことから、不足

額を補正するものでございます。３目 一般被保険者療養費 におきまして、補正額はござ

いませんが、補正額の財源内訳中、特定財源と一般財源の調整を行っております。２款 保
険給付費 ２項 高額療養費 １目 一般被保険者高額療養費 ２７１万６０００円の追加で
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ございますが、一般被保険者の高額療養費におきまして当初予算では１件あたり５万６０

００円を計上しておりましたが、決算では７万５０００円を見込みますことから、不足額

を補正するものでございます。３目 一般被保険者高額介護合算療養費 におきまして、補

正額はございませんが、補正額の財源内訳中、特定財源と一般財源の調整を行っておりま

す。１０ページをお開き願います。３款 １項 １目 後期高齢者支援金 ２９万３０００円

の減額でございますが、後期高齢者支援金の確定による補正です。４款 １項 １目 前期高

齢者納付金 ４０００円の追加でございますが、前期高齢者納付金の確定による補正でござ

います。６款 １項 １目 介護納付金 ５６４万２０００円の減額でございますが、介護納

付金の確定による補正です。１１ページに移ります。７款 １項 共同事業拠出金 １目 高
額医療費拠出金 ９７１万３０００円及び ２目 保険財政共同安定化事業拠出金 １００４

万４０００円の減額につきましては、本年度の拠出金の確定による補正でございます。８

款 ２項 保健事業費 １目 保健衛生普及費 ５５万６０００円の追加でございますが、一般

会計で負担しております、インフルエンザ予防接種及び肺炎球菌ワクチンに係る国保被保

険者分を負担するものでございます。１０款 諸支出金 １項 償還金及び還付加算金 ３目 
償還金 ７３７万１０００円の追加でございますが、国庫負担金補助金等精算返還金７２５

万９０００円につきましては、平成２８年度の療養給付費等交付金の精算に係る償還金７

１４万６０００円と特定健診精算分１１万３０００円の合計額です。道負担金補助金精算

返納金は平成２８年度特定健診の精算に係る補正です。次に、歳入の説明をいたしますの

で、６ページをお開きください。３款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 療養給付費等負

担金 ５３０万１０００円の減額でございますが、平成２９年度の国療養給付費等交付金の

交付申請額が確定したことによる減額でございます。２目 高額医療費共同事業費負担金  

２６１万８０００円の減額でございますが、高額医療費の確定による減額です。３款 国庫

支出金 ２項 国庫補助金 １目 財政調整交付金 ３８９５万５０００円の減額でございま

すが、平成２９年度の国調整交付金の交付申請額が確定したことによる減額です。４款 療

養給付費等交付金 １項 療養給付費等交付金 １目 療養給付費等交付金 ２０３万３００

０円の追加でございますが、平成２８年度分の精算分として追加交付されるものです。５

款 １項 １目 前期高齢者交付金 ２４０３万４０００円の追加でございますが、社会保険

診療報酬支払基金からの確定通知によるものです。７ページをお開き下さい。６款 道支出

金 １項 道負担金 １目 高額医療費共同事業負担金 ２６１万８０００円の減額ですが、国

負担金減額分と同額となってございます。６款 道支出金 ２項 道補助金 １目 財政調整交

付金 ８７８万８０００円の減額でございますが、道調整交付金の交付申請額の確定による

減額です。７款 １項 共同事業交付金 １目 高額医療費共同事業交付金 ７５３万７０００

円の追加及び ２目 保険財政共同安定化事業交付金 ２７２６万６０００円の減額でござ

いますが、国保連合会からの確定通知によるものです。８款 繰入金 １項 他会計繰入金  

１目 一般会計繰入金 １１８万９０００円の減額でございますが、国保税の軽減分の４分

の１を一般会計が負担するルールとなっており、平成２９年度軽減分の確定による一般会
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計繰入分の減額でございます。８ページに移ります。９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越

金 ４５３０万５０００円の追加でございますが、前年度から繰越している保留財源を予算

化するものでございます。以上が、議案第１１号の提案理由でございます。ご審議を賜り、

提案のとおりご決定下さいますようお願い申し上げます。 

○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、本案に対する質疑を

行います。質疑は、歳入・歳出を一括して行います。発言を許可いたします。ありません

か。（なしの声あり）ないようですので、これにて質疑を終結いたします。これより、本案

に対する討論を行います。反対討論の発言を許可いたします。ありませんか。（なしの声あ

り）ないようですので、討論を終結いたします。これより、議案第１１号について採決を

行います。お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求

めます。全員挙手であります。よって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。暫

時休憩いたします。再開は１４時１５分といたします。 

 

（１４時０１分） 

（１４時１４分） 
 

○議長（芳住革二君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
 

◎日程第２４ 議案第１２号 平成２９年度新冠町後期高齢者医療特別会計補正予 
              算 

○議長（芳住革二君） 日程第２４ 議案第１２号 平成２９年度新冠町後期高齢者医療

特別会計補正予算 を議題といたします。提案理由の説明を求めます。鷹觜保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鷹觜寧君） 議案第１２号 平成２９年度 新冠町後期高齢者医療特別

会計補正予算につきまして、提案理由をご説明いたします。１ページをお開き下さい。今

回は３回目の補正でございます。平成２９年度新冠町後期高齢者医療特別会計補正予算を

次のとおり定めようとするものであります。歳入歳出予算の補正 第１条 既定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２６万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７

００７万３０００円とするものでございます。今回の補正でございますが、後期高齢者医

療保険料の補正及び電算システムの設定誤りによる還付金の補正となっております。それ

では、補正内容を歳出からご説明いたしますので、６ページをご覧下さい。２款 １項 １

目 後期高齢者医療広域連合納付金 ８４万２０００円の追加でございますが、保険料負担

金で、広域連合からの通知によるものでございます。３款 諸支出金 １項 償還金及び還付

加算金 １目 保険料還付金 ４１万８０００円の増は、後期高齢者広域連合の電算システム

の設定誤りにより、軽減判定が正しくされず過大徴収となっていた保険料を還付するもの

で、対象は１３件でございます。続きまして、歳入についてご説明いたしますので、５ペ

ージをお開き下さい。１款 １項 後期高齢者医療保険料 １目 特別徴収保険料 ７３万４０
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００円の減額は、広域連合からの通知によるものです。２目 普通徴収保険料 １５７万６

０００円の減額でございますが、現年度分普通徴収保険料１５７万７０００円の増は、広

域連合からの通知によるもの。滞納繰越分普通徴収保険料１０００円の減額は、滞納繰越

がなかったことによるものです。５款 諸収入 ２項 償還金及び還付加算金 １目 保険料還

付金 ４１万８０００円の追加については、保険料還付金については広域連合が負担するル

ールとなっており、歳出と同額を計上するものでございます。以上が、議案第１２号の提

案理由でございます。ご審議を賜り、提案のとおりご決定下さいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、本案に対する質疑を

行います。質疑は、歳入・歳出を一括して行います。発言を許可いたします。ありません

か。はい、竹中議員。 

○１０番（竹中進一君） １０番竹中です。保険料の還付金のことについてお伺いいたし

ます。こういった機械の入力ミスなり、ソフトの入れ間違いによる還付金というのはたま

たま発生いたしましたけれども、広域連合で誤りがあったということでございますから内

容を把握されているかどうかちょっとよくわかりませんけれども、内容を把握しているよ

うでしたらソフトそのものが間違えていたのか、それとも入力ミスによるこの還付金の発

生なのかについておわかりでしたらお答えいただきたいと思います。 

○議長（芳住革二君） はい、鷹觜保健福祉課長。 
○保健福祉課長（鷹觜寧君） お答えいたします。後期高齢者広域連合の電算システムの

設定の誤りでございまして、これは全国的に広域連合ありますが、全てのシステムが同一

のシステムを使っております。これのシステムの設定誤りによる今回軽減判定誤りという

ことでございます。 
○議長（芳住革二君） はい、竹中議員。 

○１０番（竹中進一君） 責任追及という訳ではないですけれど、ある程度やはりこうい

ったことが頻繁に起こるということは避けなければいけない訳で、根本的な責任は追及し

ませんけれど責任というのはどこにあると考えられますか。 

○議長（芳住革二君） はい、鷹觜保健福祉課長。 
○保健福祉課長（鷹觜寧君） 根本的な誤りといいますと、これは国、国保中央会という

ところで電算システムを開発している訳ですが、その開発の段階で設定に誤りがあったと

いうことで、これは平成２８年１２月２８日に国からの通知でわかったことでございまし

て、システム誤りについてはそういう理由でございます。現在システムは改修されており

まして、今後このようなことはないというふうに聞いております。 
○議長（芳住革二君） ほかにありません。（なしの声あり）ないようですので、これにて

質疑を終結いたします。これより、本案に対する討論を行います。反対討論の発言を許可

いたします。ありませんか。（なしの声あり）ないようですので、討論を終結いたします。

これより、議案第１２号について採決を行います。お諮りいたします。本案は、原案のと
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おり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。全員挙手であります。よって、議案第１

２号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第２５ 議案第１３号 平成２９年度新冠町介護サービス特別会計事業勘定 
補正予算 

○議長（芳住革二君） 日程第２５ 議案第１３号 平成２９年度新冠町介護サービス特

別会計事業勘定補正予算 を議題といたします。提案理由の説明を求めます。山谷老人ホ

ーム所長。 

○老人ホーム所長（山谷貴君） 議案第１３号 平成２９年度新冠町介護サービス特別会

計事業勘定補正予算の提案理由について、説明申し上げます。１ページをお開きください。

平成２９年度新冠町介護サービス特別会計事業勘定補正予算 この度の補正は４回目とな

ります。歳入歳出予算の補正 第１条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ２１５万４０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億１７７１万３０００

円としようとするものです。この度の補正は、昨年秋以降に複数の入所者の死亡や長期入

院からの退所にあたり、新たな入所者決定までに時間を要したこと、空床日数が増えたこ

と、また入院期間が長期化したことによる空床日数の増加に伴う稼働率の低下による収入

の減額と、このことによる一般会計からの繰入金の増額並びにショートステイの配置職員

の変更に伴う賃金の減額となっております。事項別明細書の歳出からご説明申し上げます

ので、７ページをお開きください。３ 歳出 １款 総務費 １項 一般管理費 １目 施設介

護サービス事業費 ２１５万４０００円の減額は、７節 賃金 で、施設介護サービス事業費

で予算措置しておりました臨時介護員をショートステイへ配置変更したことにより減額す

るもの。２目 短期入所生活介護事業費 は、補正はございませんが短期入所生活介護費収

入及び自己負担金の収入増により、一般財源から特定財源に調整するものでございます。

次に、歳入についてご説明申し上げますので、５ページをお開きください。２ 歳入 １

款 サービス収入 １項 介護給付費収入 １目 施設介護サービス費収入 ６３２万７０００

円の減額は、老人ホーム入所者サービス費収入で、１０月以降複数の退所者が続いたこと

により、新たな入所者の調査、面談等に時間を要し、円滑な入所ができなかったことと、

入院が長期化したこと、これらの要因で空床日数が増えたことから稼働率の低下に繋がっ

たことによるものでございます。２目 居宅介護サービス費収入 １４４万１０００円の増

額は、１節 短期入所生活介護費収入 で、要介護の方を対象とするショートステイ利用者

サービス費収入は、利用者の減少により１７１万４０００円の減額、要支援の方を対象と

する介護予防ショートステイ利用者サービス費収入は、利用者の増で３０万１０００円 

の増額、障害者短期入所利用サービス費収入は、障害福祉サービスに基づいた障害を持っ

た方が新たにショートステイを利用されたことにより、２８５万４０００円の増額となっ

ております。２項 自己負担金収入 １目 自己負担金収入 ２５万３０００円の減額は、１

節 自己負担金収入 で、ショートステイ利用者のうち、要介護の認定者の利用減少により
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３９万６０００円の減、特養の空床日数の増加に伴う稼働率の低下により５７万９０００

円の減、要支援の認定者の利用増により２１万５０００円の増、障害者短期入所利用者が

新たに利用したことにより５０万７０００円の増額となっております。６ページをお開き

下さい。３項 特定介護サービス費収入 １目 施設特定介護サービス費収入 １８９万９０

００円の減額は、１節 施設特定入所者介護サービス費収入 で、恵寿荘入所者への食費、

居住費に係る補足給付費で、稼働率の低下により減額するものでございます。２目 居宅特

定介護サービス費収入 １１２万２０００円の減額は、１節 短期特定入所者介護サービス

費収入 で、要介護の認定者に係る補足給付費の減で、利用者の減により１０２万３０００

円の減。介護予防利用者については、要支援の認定者の利用について補足給付費を必要と

しない利用者が増えたことにより９万９０００円の減額となるものでございます。２款  

繰入金 １項 １目 １節 共に 一般会計繰入金 で、６００万６０００円の追加は、恵寿荘

の稼働率の低下によりますサービス費収入等の減収に対する一般会計からの繰入となって

おります。以上が、議案第１３号の提案理由の説明でございます。ご審議を賜り、提案ど

おりご決定くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、本案に対する質疑を

行います。質疑は、歳入・歳出を一括して行います。発言を許可いたします。ありません

か。はい、伹野議員。 

○１１番（伹野裕之君） １１番伹野です。収入の老人ホーム入所者サービス費収入につ

いて質問いたします。空きベッドが出ないように努力しているのは伺えますけども、今回

空きベッドの期間が長く、補充することができなかったという説明で収入減とのことです

けども、空きベッドの状態が何台で何日続いたのか詳しい説明を求めます。また、入所待

機者が数多くいる中で選定委員会での時間がかかり過ぎたという説明ですが、空きベッド

が出た時点で速やかに入所できる状態ではなかったかどうかが疑問視されますけども、前

段に前もって入所者選定をしておくべきではなかったのかと思いますがどうでしょうか。

民間では、その辺はスピーディーに運営しているように思われます。入所者決定までの流

れを説明お願いいたします。 

○議長（芳住革二君） はい、山谷老人ホーム所長。 
○老人ホーム所長（山谷貴君） 空きベッドの数でございますが、今年度、今現在ですが

退所された方が１３名、新しく入所された方が１０名となっており、現在６７名が入所さ

れておりますことから３床、ベッド３床分が空床となっております。入退所に伴います空

きベッドの日数ですが、９４７日となっておりまして１つのベッドごとの日数としてはカ

ウントしていない状況になっております。それに付随しまして、入院された方の日数が９

５４日ということで、それと外泊された方がいらっしゃいますのでその分も空きベッドと

してカウントされてしまうことから、合計で１９２６、２月末現在空きベッドというカウ

ントになってございます。それともう１点、入所者の状況なんですけれども、現在入所待

機者は名簿上１０８名記載されております。その内、要介護１ないし２の方が２６名おり
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まして、要介護３から５の方が８２名という状況になっております。その内、病院等に入

院されておりまして医療的な措置を受けている方が大半いらっしゃいます。その中でだい

たい１割程度の、８２名の内の１割程度が入所できる状態の方がいらっしゃるんですが、

入所者選定委員会の中で順位付けというかその方々を登載はしているんですけれども、い

ざ入所となりますとご家族の方がですねもう少し入所させないで家で介護したいですとか、

こちらとスケジュールが合致しない方がいらっしゃるんです。そして、名簿に登載されて

いるんですけれども、いざ入所となった段階で重篤な状態になって入院されている方です

とか、そういう方もいらっしゃることから中々スムーズにことが運ばない状況、それと今

年１月からはインフルエンザの感染の関係で、病院等にもちょっと我々も入院病棟の方に

も立ち入ることができない中で、うちのケアマネと看護師と状態を見に伺わせていただく

んですけども、そういうことも今できない状態でいることが続いているものですから、中々

入所に結び付かない状況になっております。以上です。 
○議長（芳住革二君） はい、伹野議員。 
○１１番（伹野裕之君） 今の所長の説明で入所をしたがっている待機者に対して、いろ

いろ条件を見ながら対応しているように感じて苦労している様子が伺えますが、単純に今

回の決算を見ますと休床している部分で、空きベッドの部分でサービス収入が約６００万

減額したということ。それに対して一般会計からの繰入金がほぼ同額のような６３２万円

相当補充してますから、空きベッドの数が減って上手く収入があればこの一般会計からの

繰入金も少なかったように感じられます。そのことは誰が見ても思うと思いますが、でき

るだけスピーディーに対応して空きベッドが出ないように今後努力していただきたいと思

います。その努力の一旦を今回説明を受けて、その部分には敬意を表します。頑張ってく

ださい。 

○議長（芳住革二君） 答弁はよろしいですか。（はいの声あり）ほかにありませんか。（な

しの声あり）ないようですので、これで質疑を終結いたします。これより、本案に対する

討論を行います。反対討論の発言を許可いたします。ありませんか。（なしの声あり）ない

ようですので、討論を終結いたします。これより、議案第１３号について採決を行います。

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。全

員挙手であります。よって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第２６ 議案第１４号 平成２９年度新冠町立国民健康保険診療所事業特別

会計補正予算 
○議長（芳住革二君） 日程第２６ 議案第１４号 平成２９年度新冠町立国民健康保険

診療所事業特別会計補正予算 を議題といたします。提案理由の説明を求めます。杉山診

療所事務長。 

○診療所事務長（杉山結城君） 議案第１４号 平成２９年度 新冠町立国民健康保険診療

所事業特別会計補正予算について、提案理由を申し上げます。議案の１ページをご覧下さ
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い。平成２９年度新冠町立国民健康保険診療所事業特別会計補正予算 今回は第４回目の

補正となります。第１条 歳入歳出予算の補正 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ１１７万８０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億７６３１万４

０００円にしようとするものであります。この度の補正の大きな点は、歳入の診療等収入

において、本年度における１日あたりの患者数は、１月末現在約６０人でありますが、予

算措置上の努力目標でありました１日平均患者数を６３名と見ておりまして、これを下回

る見込みであり、１日平均診療単価も当初予算の努力目標単価を下回る状況となりました

ことから、外来収益予算の減額をするものであります。それでは、事項別明細書歳出より

説明いたしますので、６ページをお開き下さい。２款 １項 １目 ともに 医業費 １１７万８

０００円の減額。１節 報酬 ２０万円の減は、毎週金曜日の午前中に整形外科医師による診察

をお願いしておりますが、併せて年に数日午後も延長して町職員等の腰椎検査を依頼しており

ます。医師と相談し、検査の効率化を図り、予定日数の減が可能になったことから報酬の減を

するものであります。７節 賃金 １９万１０００円の増は、外来看護師１名が昨年１２月より

産前・産後の休暇を取得していることに伴い、午前中勤務だけのパート看護師の出勤日数を増

加させた分であります。１１節 需用費 ４０万円の減は、注射器などの診療材料費の減額であ

ります。１３節 委託料 ５０万円の減は、在宅酸素濃縮器・在宅人工呼吸器保守業務委託料の

減額となりますが、対象の患者さん１名が入院されたことによる減少であります。１４節 使用

料及び賃借料 ６万９０００円の減は、自動体外式除細動器借上料の減額でありますが、同等品

以上の機器による代用が可能と判断し、借上げを中止したものであります。１９節 負担金補助

及び交付金 ２０万円の減は、医師出向負担金の減額であります。苫小牧東病院より毎週水曜日

の終日応援医師を派遣していただいておりますが、交通費の負担において減額が可能になった

ものであります。 次に、歳入の説明をいたしますので、５ページをお開き下さい。１款 診療

収入 １項 診療収入 １目 診療等収入 ９１３万８０００円の減額。主な理由といたしまして、

予算上における１日平均患者数の努力目標人数を６３名としておりましたが、実際には約

６０名程度となる見込みであることから、当初予算を下回る状況となりますので減額をす

るものであります。２目 健診等収入 ３１万６０００円の追加は、特定健康診査受診者の

受入拡大を図ったことなどによる増加によるものであります。４款 財産収入 １項 財産運

用収入 １目 財産貸付収入 ５万３０００円の追加は、医師住宅の貸付が当初予算より数カ

月間ではありますが増えたものであります。５款 繰入金 １項 他会計繰入金 １目 一般会

計繰入金 ７５９万１０００円の追加は、今回の補正により歳入歳出の不足が生じる分を一

般会計からの繰入金を追加し対応するものであります。以上が 議案第１４号の提案理由

であります。ご審議を賜り、提案どおりご決定下さいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。これより、本案に対する質疑を

行います。質疑は、歳入・歳出を一括して行います。発言を許可いたします。ありません

か。（なしの声あり）ないようですので、これにて質疑を終結いたします。これより、本案

に対する討論を行います。反対討論の発言を許可いたします。ありませんか。（なしの声あ
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り）ないようですので、討論を終結いたします。これより、議案第１４号について採決を

行います。お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求

めます。全員挙手であります。よって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

 
   ◎閉議宣告 
○議長（芳住革二君） 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。本日は、こ

れをもって散会いたします。どうもご苦労さまでございました。 
（散会 １４：４０） 
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以上、会議の顛末は書記が記録したものであるが、その内容に 

  相違ないことを証明するため、ここに署名する。 
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